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t土

じ

め

(

1

)

 

今
世
紀
初
め
の
モ
l
ス
ハ
戸

ω・呂
o
g
o
)
氏
の
研
究
以
来
、
中
園
と
西
洋
の
関
係
史
、

な
か
ん
ず
く
南
京
篠
約
以
前
の
そ
れ
を
考
え
る
に
は
、

多
か
れ
少
な
か
れ
必
ず
「
庚
東
シ
ス
テ

ム

(P
2
8
2
5
5ど
を

め
ぐ
る
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。

そ
れ
は
一
口
に
言
う
な
ら
ば
、

ア
へ
ン
戦
争
以
前
の
庚
東
と
い
う
場
で
中
園
と
西
洋
の
交
渉
に
お
い
て
見
ら
れ
た
、
お
よ
そ
西
洋
的
な
腫
制
に
封
置
さ
れ
る
清
朝
の
瞳
制
す
ベ

て
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
捉
え
方
は、

た
と
え
ば
フ
ェ
ア
パ
ン
ク
Q
-
H
P
F
F
H
E
ロ

5
氏
に
よ

っ
て
「
篠
約
瞳
制
(
吋
HO
国々
ω
3
5
U〉」
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に
劃
す
る
「
朝
貢
瞳
制

3
1
E
8
2
2
3
)」
な
る
枠
組
に

一
般
化
さ
れ、

事
買
に
閉
し
た
具
種
的
な
「
贋
東
シ
ス
テ
ム
」
は
、

(

2

)

 

檀
制
レ
を
も
っ
と
も
典
型
的
に
表
現
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
事
賓
の
解
曹
は
必
ず
し
も
被
ら
に
従
わ
な
く
と
も
、

そ
の

「朝
貢

「
贋
東
シ
ス
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テ
ム
」
が
近
代
に
お
け
る
中
園
の
封
外
関
係
の
う
ち
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
の
一
つ
と
み
な
し
て
き
た
貼
で
、
他
の
研
究
も
饗
わ
る
と
こ
ろ
は

〈

3
〉

な
か
司
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
研
究
を
大
掴
み
に
整
理
し
て
み
る
と、

西
洋
と
中
園
の
針
比
と
い
う
枠
組
の
基
本
的
な
性
質
上
、
必
然
的
に
二
つ
の
ア
プ
ロ

ー
チ

が
浮
か
び
上
が
る
。

一
つ
は
庚
東
に
あ
ら
わ
れ
た
西
洋
近
代
資
本
主
義
の
具
睦
的
な
究
明
で
あ
る
。

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
三
角
貿
易
の
構
造
を
は

じ
め
と
し
て
多
方
面
か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ

つ
と
に
膨
大
な
成
果
を
あ
げ
て
き
た
。
そ
の
重
貼
は
イ
ギ
リ
ス
産
業
資
本
の
重
-
成
か
ら
、

(

4

)

 

ア
通
商
一
の
相
封
性
、
濁
自
性
の
強
調
へ
と
移
っ

て
い
る
。
い
ま
一
つ
は

「
贋
東
シ
ス
テ
ム
」
自
瞳
の
内
貫
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

ア
ジ

ま
ず
西
洋
と
直
接
に
交
渉
し
た
組
織
の
あ
り
方
を
解
明
す
る
方
向
で
進
め

な
お
モ
l
ス
氏
に
よ

っ
て
輿
え
ら
れ
た
瞳
系
に
従

っ
て
お
り
、
新
た
な
史
質
、
が
護
掘
さ
れ
て
も
、
そ

(

5

)

 

れ
は
い
さ
さ
か
断
片
的
で
、
奮
読
を
補
完
す
る
も
の
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。

あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
公
行
」
研
究
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

ら
れ
た
。

し
か
し
こ
の
方
面
の
研
究
は
、

と
こ
ろ
で
こ
の
分
野
を
含
む
中
閣
の
封
外
関
係
史
研
究
に
お
け
る
近
年
の
額
著
な
潮
流
は
、
周
知
の
と
お
り
「
朝
貢
貿
易
シ
ス
テ
ム
」
と
い

う
枠
組
に
よ
る
分
析
で
あ
る
。
漬
下
、武
志
氏
の
提
唱
に
係
る
こ

の
枠
組
が
示
唆
す
る
論
貼
は
多
岐
に
亙
る
が
、
ご
く
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
中
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圏
在
来
の
朝
貢
闘
係
に
よ
っ
て
枠
づ
け
ら
れ
た
ア
ジ
ア
交
易
圏
の
相
封
的
自
律
性
を
何
よ
り
も
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
中
園
を
中
心

と
す
る
ア
ジ
ア
諸
地
域
聞
の
内
在
的
闘
係
の
重
視
か
ら
、
保
約
闘
係
も
ア
ジ
ア
交
易
圏
H
朝
貢
閲
係
に
包
媛
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
基
準
に
形
成

(
6
)
 

さ
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

「僚
約
瞳
制
」
に
射
す
る
「
朝
貢
韓
制
」
と
い
う
枠
組
、
ひ
い
て
は
中
園
と

西
洋
の
劉
比
と
い
う
設
想
そ
の
も
の

へ
の
批
判
を
合
意
す
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
議
論
の
手
績
と
し
て
、

「
贋
東
シ
ス
テ
ム
」
の
逼
設
も

そ
の
観
貼
か
ら
濁
自
に
見
直
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
は
「
朝
貢
貿
易
シ
ス
テ
ム
」

の
提
唱
と
と
も
に
、
あ
た
か
も
埋

湿
し
た
か
の
よ
う
に
鯛
れ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
「
朝
貢
貿
易
シ
ス

テ
ム
」
と
い
う
構
想
は
、

西
洋
諸
園
に
よ
る
ア
ジ
ア
逼
一商
が
本
固
に
劃
し
て
濁
自
的
で
あ
っ
た
側
面
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
と
い
う

い
わ
ば
こ
れ
ま
で
の
「
庚
東
シ
ス
テ
ム
」
に
開
わ
る
研
究
の
成
果
を
具
憧
的
な
根
擦
の
一
つ
と
し
て
お
り、

そ
の
素
材
を



(

7

)

 

な
す
史
貫
も
「
朝
貢
瞳
制
」
論
で
す
で
に
提
示
さ
れ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。

「朝
貢
貿
易
シ
ス
テ
ム
」
構
想
は
そ
れ
ら
に
封
し
、
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
論
や
地
域
経
済
論
を
も
っ
て
新
た
な
解
揮
を
試
み
て
い
る
け
れ
ど
も
、
往
々
に
し
て
そ
う
し
た
理
論
に
適
合
す
る
史
賓
の
羅
列
的
な
提
示

「
康
東
シ
ス
テ
ム
」
に
つ
い
て
あ
ま
り
鯛
れ
ら
れ
な
い
の

(

8

)

 

も
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
一
因
で
あ
っ
て
、

重
黙
を
西
洋
と
の
関
係
か
ら
ア
ジ
ア
域
内
交
易
へ
移
し
た
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し

に
と
ど
ま
り
、
適
合
し
な
い
も
の
は
捨
象
、
等
閑
現
に
付
す
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

た
が
っ
て
西
洋
と
中
園
の
封
比
か
ら
離
れ
て
、
朝
貢
と
篠
約
と
の
内
賞
、
な
ら
び
に
閥
わ
り
を
見
直
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
従
来
の
「
贋

東
シ
ス
テ
ム
」
の
議
論
に
闘
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
揚
棄
し
う
る
具
瞳
的
な
史
賓
の
韓
系
を
構
築
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
は

何
よ
り
も
、
贋
東
の
清
朝
側
の
瞳
制
に
射
す
る
そ
l
ス
氏
以
来
の
通
説
的
解
穆
が
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
種
の
作
業
を
抜
き

に
じ
て
は
、

「
朝
貢
貿
易
シ
ス
テ
ム
」
構
想
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
の
交
易

・
秩
序
構
造
の
貫
瞳
を
確
認
し
、
そ
の
あ
り
方
を
具
瞳
的
に
描
き
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
構
想
が
車
な
る
構
想
に
終
始
し
、
そ
の
修
正
を
も
含
め
た
い
っ
そ
う
の
深
化
は
望
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

〈

9
〉

筆
者
は
以
上
の
よ
う
な
関
心
か
ら
、
さ
き
に
寄
海
闘
の
徴
税
機
構
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
、
若
干
の
私
見
を
開
陳
し
た
。
け
れ
ど
も

一
八
世

紀
の
半
ば
ま
で
の
史
料
の
制
約
は
如
何
と
も
し
が
た
く
、
そ
の
時
期
に
闘
し
て
は
結
局
決
め
手
不
足
で
、
部
分
的
に
獲
ら
れ
た
知
見
を
顔
合
し

て
推
論
を
組
み
立
て
ざ
る
を
得
な
か
司
た
。
そ
う
し
た
朕
況
は
い
ま
で
も
い
か
ほ
ど
も
獲
わ
っ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
稿
を
起
こ

-167ー

す
こ
と
に
し
た
の
は
、

は
か
ら
ず
も
薙
正
末
年
の
時
期
の
闘
連
史
料
を
得
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
機
縁
は
岸
本
美
緒
氏
か
ら
注
意
を
喚
起
さ
れ

た
こ
と
に
あ
り
、
記
し
て
氏
に
深
甚
な
謝
意
を
あ
ら
わ
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
を
讃
み
つ
つ
顧
み
る
と
、
前
稿
は
か
な
り
の
誤
謬
、
再
検
討
を

要
す
る
部
分
が
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
史
料
は
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
、
い
ま
だ
紹
介
さ
れ
た
こ
と
を
聞
か
な
い
か
ら
、
い
か
な
る
形
で
あ
れ

し
た
が
っ
て
本
稿
は
、

提
示
し
て
お
く
の
も
、
あ
な
が
ち
無
用
の
業
で
も
な
い
と
思
う
。

基
本
的
な
考
え
方
で
前
稿
と
襲
わ
る
も
の
で
は
な

ず
意
識
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
り
、

く
、
そ
の
補
訂
を
期
す
ベ
く
新
た
な
史
料
に
よ
っ
て
若
干
の
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
上
越
の
よ
う
な
課
題
は
た
え

そ
の
貼
で
の
批
剣
を
回
避
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
筆
者
の
関
心
本
位
の
雑
然
と
し
た
考
察
に
終
始
し
、

'307 

遺
漏
も
多
く
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
申
し
添
え
、
諒
承
を
請
う
次
第
で
あ
る
。
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洋

行

名

比

定

さ
て
そ
の
新
た
な
史
料
と
は
、
中
園
祉
舎
科
間
学
院
経
済
研
究
所
所
臓
の

い
わ
ゆ
る
「
清
代
紗
橋
」
に
含
ま
れ
る

一
文
書
で
あ
る
。

こ
の

「
清
代
紗
櫨
」
は

一
九
三

0
年
代
、
同
研
究
所
の
前
身
た
る
北
卒
の
祉
舎
調
査
所
が
清
末
の
財
政
・
経
済
史
に
関
わ
る
槍
案
を
組
織
的
に
整
理

(
M〉

抄
寓
し
た
も
の
で
、
最
近
そ
の
一
部
が
「
清
代
財
鰹
史
料
(
題
本
)
」
と
し
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
さ
れ
公
開
さ
れ
た。

本
史
料
は
そ
の
う
ち

「
関
税
」
関
係
の

「
贋
東
各
閥
」
の
部
分
に
牧
録
さ
れ
て
お
り
、
乾
隆
二
年
二
月
初
九
日
の
雨
庚
綿
督
都
調
達
の
題
本
を
受
理
、

コ
該
部
議
奏

せ
よ
」
と
い
う
株
批
を
得
て
、
同
年
三
月
二
四
日
、
戸
部
・
吏
部

・
刑
部
に
下
さ
れ
た
も
の
で
、
全
文
一

高
字
に
垂
ん
と
す
る
長
大
な
文
書
で

あ
る
。

か
く
も
長
女
で
あ
り
な
が
ら
、

冒
頭
と
末
尾
の
部
分
に
省
略
が
施
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
会
一
瞳
像
は
な
お
十
分
明
確
で
は
な
い
。
わ

か
る
範
圏
で
い
え
ば
、
落
正
年
間
以
来
績
け
ら
れ
て
い
た
喝
海
開
監
督
租
乗
圭
の
汚
職
事
件
の
審
理
の
一
働
で
あ
り
、
そ
の
具
瞳
的
内
容
を
か

な
り
詳
細
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
の
贋
東
現
地
で
の
取
り
調
べ
、

だ
し
く
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

お
よ
び
中
央
官
醸
の
審
理
の
あ
り
さ
ま
が
お
び
た

-168 ~ 

こ
の
文
書
そ
の
も
の
か
ら
剣
断
す
る
か
ぎ
り
、
そ
も
そ
も
こ
の
審
理
の
護
端
と
な

っ
た
の
は
、
冒
頭
に
引
く
潅
正
一

一
年
一

O
月
初
五
日
の

刑
部
な
ど
の
題
本
に
引
用
す
る
同
年
八
月
初
六
日
の
粗
乗
圭
を
弾
劾
し
た
贋
東
組
督
罰
蒲
遠
の
題
本
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下、

こ
れ
を
『
題

参
』
と
稽
す
る
。
租
乗
圭
の
不
正
に
閲
し
て
は

『
題
参
』
に
先
立
っ
て
関
係
官
僚
が
奏
摺
で
報
告
に
及
ん
で
お
り
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
、

(

日

)

落
正
一

O
年
六
月
二

一
日
付
の
贋
東
按
察
使
黄
文
爆
の
奏
摺
が
最
初
の
も
の
で
、

(ロ
)

よ
り
詳
細
な
報
告
を
行
な
っ
て
い
る
。

つ
い
で
七
月
一

一
一
一
日
付
の
慶
州
城
守
副
将
毛
克
明
の
上
奏
が

務
正
一帝一
は
そ
れ
を
う
け
て
租
乗
圭
を
罷

(
日

〉

売
、
そ
の
後
任
を
毛
克
明
に
命
じ
、
八
月

一
八
日
、
関
係
者
を
も
含
め
て
さ
ら
に
く
わ
し
く
取
り
調
べ
る
よ
う
現
地
に
命
令
を
下
し
て
い
る。

薙
正
一
一
年
の
『
題
参
』
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
取
り
調
べ
に
よ
っ
て
剣
明
し
た
事
貧
を
逐
一
書
き
つ
ら
ね
つ
つ
、
公
式
に
租
乗
圭
ら
の
慮
分
を

ま
も
な
く
署
贋
東
綿
督
罰
粥
達
が
租
乗
圭
を
弾
劾
す
る

と、

提
議
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。



こ
の
『
題
参
』
は
全
部
で
九
カ
僚
か
ら
な
り
、
そ
の
一
俊
一

僚
が
嘗
時
の
贋
東
で
の
取
引
や
卑
海
闘
で
の
徴
税
の
あ
り
方
を
知
る
う
え
で
興

味
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
す
べ
て
を
検
討
す
る
徐
裕
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
薙
正
年
間
後
牢
の
贋
東
の
洋
行
に
つ
い
て
き
わ
め
て
具
憧
的
な

記
述
を
含
む
第
一
僚
と
第
二
僚
を
と
り
あ
げ
る
。

以
下
、
原
文
の
ま
ま
引
用
し
、
考
察
の
封
象
と
な
る
部
分
に
傍
線
を
付
し
て
お
く
。

①

ー

ー

ー

I
l
l
i
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
i
t
i
l
l
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

原
参
第
一
款
、
向
来
洋
一
商
貿
易
、
聴
民
自
便
。
毎
省
大
洋
行
十
九
家
・
洋
貨
小
舗
七
十
徐
家
、
租
乗
圭
聴
信
洋
行
陳
蕎
観
、
一商
謀
把
持

包
撹
、
止
委
四
大
洋
行
、

其
徐
一
概
禁
組
、
不
許
開
張
貿
易
、
一
切
買
貰
貨
物
、

悉
鯖
所
委
四
行
。
叉
、
租
乗
圭
素
輿
陳
蕎
観
合
彩
生

②
i

l

l

-

-

l
i

l

i

-

-
I

l

l

i
-

-

1
1

1

1

1
1
 

理
、
護
交
本
銀。

落
正
九
年
二
月
内
、
遣
高
庫
房
、
運
交
銀

一
高
雨
置
貨
。

叉布地
正
七
年
、
洋
船
十

一
隻
、
倶
令
陳
蕎
観
一
人
包
捜
。

九
年
、
洋
船
十
八
隻
、
令
陳
蕎
観
覇
掘
十
四
隻
。
十
年
間
五
月
、
有
紅
毛
船
四
隻
到
黄
捕
口
、
租
乗
圭
径
差
開
役
、
勝
洋
一商
押
交
陳
書
観

③
1

1

1

1

1

-

I

l

l

i

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

 

行
内
、
各
行
置
貨
莫
筈
、
生
計
阻
組。

訊
援
組
乗
圭
供
稿
、
薙
正
七
年
四
月
十
二
日
到
任
後
、
議
令
衆
一
商
公
孝
段
喬
、

経
衆
奉
報
陳
蕎

I

l
l

i

-

-

-

-

-

li

l

i
-

-

I

l
l
i

-

-

I

l

l

i

-

-

-

i

l

i

l

i

-
-

I

l

l

i

-

-

1

1

1

1
④
l

i

l

-

-

l

i

l

i

-
-

観
・
陳
芳
観
・
李
泰
・
審
開
観
・
陳
汀
親
等
五
名
、
立
篤
線
行。

凡
洋
船
貨
朗
、

倶
令
経
由
線
行
之
手
。
旋
勝
李
泰
・

陳
芳
観
革
、
退
、

初
令
陳
蕎
親
三
大
行
総
理
、
以
致
小
舗
不
能
貿
易
自
由
。
訊
之
陳
蕎
観
等
則
供
、

伊
等
黙
充
線
行
、

原
係
組
乗
圭
面
識
衆
行
奉
報
、
並
無

行
賄
管
求
。
祇
因
租
乗
圭
欲
買
新
奇
洋
貨
、
任
意
挑
選
、

短
護
債
値
、
是
以
、

不
許
各
行
携
越
。
而
組
乗
圭
叉
以
陳
蕎
観
家
道
肢
買
、
務

-169ー

正
八
年
、
陸
績
借
給
陳
毒
親
銀
一

高
二
千
雨、

以
一
分
八
厘
起
息
。

是
年
八
月
清
還
牧
過
利
銀
一
千
雨。

九
年
二
月
、
叉
著
庫
房
高
維

新
、
運
交
陳
蕎
観
銀
一
寓
雨
、
以
二
分
起
息
。
是
年
十
二
月
内
清
還
得
利
息
二
千
雨
。

並
非
合
彩
生
理
。
其
務
正
七
・

八
南
年
、
洋
船
入

口
、
組
乗
圭
倶
令
陳
害
額
包
撹
覇
掘
。

十
年
間
五
月
内
、

紅
毛
船
四
隻
、
方
到
寅
捕
口
、
組
乗
圭
即
差
押
迭
陳
事
静
観
行
内
。
質
之
租
乗

圭
、
自
認
不
議
。
聞
陳
蕎
親
、
亦
供
吐
無
異
。

叉
原
参
第
二
款
、
組
乗
圭
聾
断
行
事
、
惟
恐
各
行
私
招
洋
一商
貿
易
、
閥
差
四
出
査
挙
。
薙
正
十
年
間
五
月
内
、
有
豊
亨
行
禁
書

・
張
儲
二

人
側
警
官
、
組
乗
圭
径
径
十
酷
刑
、

令
供
、
陳
宏
観
主
使
去
接
夷
筒
。
立
奪
陳
宏
観
、
欲
置
死
地
。
因
逃
避
未
獲
、
移
香
代
筆
、
径
護
封

篠
。
賂
陳
芳
観
字
徳
行
封
園
、
抄
据
貨
物
。
叉
将
豊
亨
行
・

賓
豊
行
、
亦
加
封
革
行
。
又
勝
鼎
豊
行
・

惣
徳
行
、
出
示
禁
革
、

不
許
開

⑥
l
i
l

i
-

-
1

1

1
1

1
1
1
1
 

張
。
其
鼎
豊
・
惣
徳
二
行
、

仰
准
復
開
。
訊
援
組
乗
圭
供
稿
、

陳
芳
観
革
退
洋
行
、
不
許
出
名
貿
易
。
落
正
十
年
閏
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託
陳
蕎
観
行
賄
、
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五
月
内
、
有
鬼
子
搭
禁
書
等
船
至
省
、
疑
潟
陳
芳
観
主
令
私
接
、
故
撃
一
豪
華骨
等
刑
訊
後
、
奈
蕎
等
供
認
。
欲
径
一陳
芳
観
審
問
、
因
其
練
避

不
出
、
故
賂
伊
行
門
封
園
、
並
未
抄
据
。
其
盟
亨
・
賓
豊
・
鼎
盟
・
懸
徳
四
行
、
因
抗
不
遵
喚
、
故
皆
禁
革
、
後
鼎
豊
・
慾
徳
二
行
、
洗

陳
欝
観
乞
恩
、
給
照
復
開
。
質
之
薬
害

・
張
儲
堅
稿
、
因
往
黄
捕
口
酬
神
、
有
素
相
熟
識
鬼
子
、
順
搭
回
省
。
並
非
陳
芳
観
主
使
私
接
。

治
訊
陳
芳
観
則
供
、
先
因
不
領
租
乗
圭
銀
雨
作
本
、
績
叉
不
肯
領
銀
購
買
伽
楠
香
、
叉
有
洋
行
分
頭
銀
雨
陸
線
贋
府
震
給
普
済
堂
之
用
、

粗
乗
圭
令
交
関
牧
存
、
彼
未
聴
従
。
租
乗
圭
懐
恨
、
故
逼
令
察
一雷同
等
妄
板
、
借
端
封
行
、
欲
径
一致
死
、
只
得
繰
避
。
至
賓
豊

・
豊
亨

・
鼎

豊

・
慾
徳
四
行
、
則
因
薙
正
十
年
間
五
月
十
三
日
、
租
業
圭
侍
喚
到
遅
、
組
乗
圭
以
其
抗
喚
、
出
示
封
禁
、
不
許
開
張
。
而
鼎
豊
行
陳

翁

・
慾
徳
行
荘
功
、
随
挽
陳
害
額
乞
恩
、
給
照
復
開
、
向
無
行
賄
情
事
。
惟
陳
翁

・
荘
功
先
子
九

・
十
雨
年
開
開
行
時
、
各
備
綴
規
瞳
紋

銀
三
十
六
雨
入
銭、

荘
功
令
鰍
印
照
銀
二
十
四
雨
、
交
闘
書
誌
九
錫

・
王
開
運
牧
線
。
叉
子
七

・
八
雨
年
有
遠
来

・
盟
寧

・
端
和

・
盟
亨

(

U

)

 

不
特
花
九
錫
等
各
供
相
符
、
即
租
乗
圭
亦
認
牧
綴
情
賞
。

四
行
、
各
撒
行
規
四
十
雨
、
逐

一
詰
訊
、

-170ー

洋
行
は
梁
嘉
彬
氏
が
つ
と
に
綿
密
な
考
謹
を
行
な
い
、

以
上
の
記
述
を
み
て
誰
し
も
気
づ
く
の
は
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
洋
行
の
名
が
頻
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
贋
東
の

(
M
U
〉

さ
ら
に
陳
園
棟
氏
が
そ
の
成
果
を
大
幅
に
増
補
、
訂
正
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
薙
正

年
聞
に
闘
し
て
は
ほ
と
ん
ど
燭
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
史
料
に
よ
っ
て
そ
の
歓
を
少
し
で
も
補
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

薙
正
七
年
か
ら
一

O
年
に
か
け
て
は
、
モ
l
ス
氏
が
蒐
集
、
整
理
し
た
東
イ
ン
ド
舎
祉
の
記
録
に
も
贋
東
の
洋
行
が
か
な
り
頻
繁
に
言
及
さ

れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
史
料
の
性
質
上
、

『
題
参
』
と
は
観
察
の
立
脚
貼
、
関
心
の
置
き
ど
こ
ろ
は
異
な
る
が
、

互
い
に
照
躍
す
る
と
お
ぼ
し

き
記
事
も
散
見
さ
れ
る
。
ま
ず
商
者
を
巌
密
に
つ
き
あ
わ
せ
て
み
る
こ
と
が
必
須
の
作
業
と
な
ろ
う
。
一
七
二
九
年
、
す
な
わ
ち
薙
正
七
年
の

東
イ
ン
ド
舎
祉
の
記
録
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

い
ま
や
四
人
の
商
人
が
一
つ
の
園
睡
を
結
成
し
彼
ら
の
名
義
で
な
け
れ
ば
誰
も
一
商
品
の
船
積
が
で
き
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
こ

れ
は
お
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
船
に
闘
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
:
:
:
四
人
の
商
人
と
は

ω
C
A
Z
P

叶
O
口
出
口
口
門
戸

5
・
吋

Z
G
E
お
よ
び

。05
5
で
あ
り
、

彼
ら
は
イ
ギ
リ
ス
や
他
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
諸
園
が
こ
れ
ま
で
取
引
を
し
て
き
た
相
手
で
あ
り
、
い
ま
彼
ら
は
一
睡
と
な



(
日
山
)

り
、
磨
海
開
監
督
や
他
の
官
僚
か
ら
支
持
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
四
人
の
一
商
人
」
が
全
瞳
と
し
て
傍
線
部
①
の
「
四
大
洋
行
」
に
一
該
一
嘗
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
ず

記
事
を
拾
い
だ
し
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
一
七
=
二
年
七
月
一
九
日
、
得
海
開
監
督
は

「本
年
、

叶
O
ロ
出
口

2
5
に
は
貨
物
の
積
み
出
し
ゃ

(

げ

)

イ
ギ
リ
ス
一
商
人
と
の
取
引
を
許
さ
な
い
」
と
通
告
さ
せ
て
お
り
、
彼
と
卑
海
闘
監
督
の
関
係
が
圏
滑
で
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
同

年
に
贋
東
で
東
イ
ン
ド
舎
祉
の
管
貨
人
委
員
舎
首
席
で
あ
っ
た
ネ
イ
シ
ュ

G
-
Z
2
5
は
、
取
引
相
手
と
し
て
叶
O
口
同
ロ

E
E
を
推
奨
す

法
外
な
前
貸
を
要
求
し
た
こ
と
も
あ
る
と
い
い
、
さ
ら
に

叶
0
ロ

出口口門戸口同

の
闘
連

る
意
見
が
周
圏
で
多
か
っ
た
の
に
封
し

彼
ら
の
販
買
す
る
茶
は
品
質
不
良
で

h
叶
O
口
出
ロ
ロ
m
A
C
同

と

の
E
ロA
C同

に
劃
し
、
過
大
な
期
待
を
寄
せ
」
て
は
な
ら
な
い
と
警
告
し
て
い
る
。

モ
l
ス
氏
は
こ
れ
に
、

は
「
同
一
商
社
の
パ
ー
ト
ナ
ー

e
R
S
R
Zロ
F
o
g
g
o
骨
自
)
」
だ
と
注
記
し
、
さ
ら
に
一
七
三
二
年
、
首
席
管

、H
，

oロ

出
口
ロ
m
A
S

と

の
E
ロ内山口問

貨
人
タ
l
ナ
l

(声
、
H
，

R
5
6
が
贋
州
に
到
着
し
て
ま
も
な
く
得
た
情
報
で
は
、
こ
の
二
人
は
毎
海
開
監
督
に
敵
劃
し
て
苦
境
に
陥
り
、
行
方

が
知
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
害
海
閥
監
督
が
九
月
一
一
六
日
に
停
職
を
命
じ
ら
れ
る
と
、

〈

問

〉

と
も
記
し
て
い
る
。

そ
の
二
日
後
叶
O
ロ
出
ロ
ロ

2
5
は
委
を
現
わ
し
た
、
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こ
の
叶
O
ロ
出
口
ロ
円
山
口
白
〔
出
口
ロ

2
5
]
な
る
人
物
を
『
題
参
』
に
登
場
す
る
一
商
人
た
ち
と
比
定
す
る
な
ら
、
陳
芳
翻
慨
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。

傍
線
部
①
に
あ
る
「
四
大
洋
行
」
を
人
物
に
讃
み
換
え
た
の
が
、
傍
線
部
③
の
「
陳
蕎
親
・
陳
芳
親
・
李
泰
・
察
関
税
・
陳
汀
観
ら
五
名
」
で

あ
り
、
そ
し
て
寄
海
開
監
督
と
封
立
し
て
や
め
さ
せ
ら
れ
た
の
が
、
傍
線
部
④
に
も
あ
る
よ
う
に
「
李
泰
・
陳
芳
観
」
で
あ
る
。
彼
ら
が
退
く

と
「
四
大
洋
行
」
か
ら
「
三
大
行
」
と
な
り
、
人
物
は
二
人
い
る
が
企
業
睦
と
し
て
は

一
つ
と
い
う
計
算
に
な
る
。
こ

の
陳
芳
観
と
李
泰
が
、

イ
ギ
リ
ス
側
か
ら
し
ば
し
ば
並
び
稽
さ
れ
、

モ
l
ス
氏
も
「
同

一
一商
社
の
パ
ー
ト
ナ
ー
」
だ
と
い
う
吋
O
口
出
口
口
mρ
口
同
と
の
E
ロA
口同

に
相

嘗
す
る
の
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
傍
線
部
⑤
の
「
陳
芳
親
の
字
徳
行
」
と
い
う
よ
う
な
筆
致
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
李
泰
は
し
ば
し

311 

ば
陳
芳
親
と
並
び
稽
さ
れ
な
が
ら
も
、
巌
密
に
い
え
ば
洋
行
と
し
て
は
数
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

(
印
)

は
陳
芳
親
、
の
E
ロ
宮
田
と
は
李
泰
を
指
す
と
み
て
間
違
い
な
い
。

叶
O
口
出
口
口
円
山
口
白
と
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イ
ギ
リ
ス
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
前
後
に
わ
た
る
時
期
の
外
園
側
の
記
録
に
も

っ
と
も
頻
繁
に

登
場
す
る
中
園
側
の
一商
人
は
、

「
四
人
の
商

人
」
の
筆
頭
に
掲
げ
ら
れ
た

ω
2
5
で
あ
る。

一
七
三
二
年
(薙
正

一
O
年
〉
の
紋
況
を
、

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
舎
一
祉
の
史
料
を
も
と
に
記
し

た
モ

l
ス
氏
は
、

:・タ
l
ナ

l
氏
は
そ
の
と
き
ま
ず
叶
E
心己印

お
よ
び
穴
E
G
C同
と
、
の
ち
に
他
の
一
商
人
と
も
契
約
を
交
わ
し
た
が
、

ω
Z
E
や
司
。
ロ

出
口
口
関
心
居
間
・
(UE
ロ
ρ
口
同
と
は
契
約
し
な
か
っ
た
。

二
七
三
二
年
〕
九
月
二
六
日
(
薙
正一

O
年
八
月
八
日
)
、
容
海
開
監
督
を
停
職
さ
せ

よ
と
の
皇
帝
の
命
令
が
綿
督
・
巡
撫
に
受
理
さ
れ
た
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
毎
海
開
監
督
が
介
入
し
た
叶
O
ロ
出
口
ロ

2
5
封

ω
2
5
の
訴

訟
で
の
慮
置
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
ま
も
な
く
叶
O
ロ

Z
E
M
2
5
は
ふ
た
た
び
晴
れ
て
自
由
の
身
と
な
り
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
船
と
「
大

口
の
取
引
」
を
し
て
イ
ギ
リ
ス
と
は
何
ら
取
引
を
し
な
か

っ
た

ω
Z
E
は
投
獄
さ
れ
た
。
鼠
つ海
閥
監
督
は
罷
克
さ
れ
、
布
政
使
が
暫
時

(
初
)

代
行
を
つ
と
め
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
。

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
薙
正
一
一
年
蛍
時
の
状
況
を
記
す
記
事
は
、
吋
O
ロ

出
口
口

2
5
が
自
ら
「
な
お
前
監
督
と
の

「
訴
訟
」

に
巻
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と
い
う
。
こ
こ
か
ら

吋
O
ロ
出

5
2
5
と

ω
2
5
は
封
立
闘
係
に
あ
っ
て
、
組
乗
圭
の
克
職
に
と
も
な
い
前
者
は
赦
さ
れ
、
後
者
は
投
獄

き
込
ま
れ
て
い
る
」
と
述
べ
た
と
あ
り
、
「
叶
O
D

国
ロ
ロ
関
心

E
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
た
る

ωロ門官同

(
幻
〉

に
あ
る
」
と
も
惇
え
て
い
る
。

は
昨
年
新
監
督
に
よ
り
投
獄
さ
れ
、

な
お
獄
中

の
「
訴
訟
」
が
な
お
係
争
中
だ
と
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
、

「
陛
下
の
命
令
を
奔
受
し、

陳
芳
親
は
:
:
:
さ
し
あ
た
り
原
籍
へ
の
強
制
迭
還
を
猶
裂
し
た
が
、
今
取
り
調
べ
の
結
果
、
彼
に
は
ま
っ
た
く
不

法
の
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
、
強
制
選
還
に
慮
す
べ
き
か
ど
う
か
、
刑
部
の
判
断
を
待
つ
」
と
あ
る
の
で
、
さ
き
の
叶
O
ロ
出
ロ
ロ

2
5
を
陳
芳

、H
，oロ
出
ロ
ロ
m

問。E

註
(

U

)

所
掲
原
文
の
傍
線
部
@
に
都
調
達
の
言
と
し
て

密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
の
は
、

親
と
す
る
値
定
が
認
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
問
題
は
な
い
。
そ
し
て
叶
O
口
問
ロ
ロ
m
A
E
と
封
立
す
る

ω
Z
C曲
が
か
ね
て
よ
り
租
乗
圭
と
か
な
り

(
幻
)

モ
l
ス
氏
の
他
慮
の
記
述
か
ら
剣
断
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

『
題
参
』
に
よ
れ
ば
、
監
督
租
乗
圭
と
並
行
し

て
尋
問
を
受
け
て
い
る
洋
行
商
一
人
は
陳
欝
視
で
あ
る
。
ま
た
『
題
参
』
を
う
け
て
審
理
し
た
刑
部
な
ど
の
薙
正

一
一
年

一
O
月
初
五
日
付
答
申



で
、
註
(
は
〉
傍
線
部
⑦
の
よ
う
に
陳
蜜
問
視
の
慮
罰
が
提
議
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
彼
が
薙
正

一
O
年
に
拘
置
さ
れ
、

こ
の
時
貼
で
も
な
お
獄
中
に

あ
る
蓋
然
性
は
高
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
特
定
の
洋
行
商
人
の
投
獄
を
明
示
す
る
記
事
は

『
題
参
』
に
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、

ω
Z
E
が
陳
毒
観

で
あ
る
の
は
動
か
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

「
四
人
の
一商
人
」
の
う
ち
残
る
は

叶

5
ρ
E
と

の
0
2口
問

に
な
る
が
、
後
者
は
東
イ
ン
ド
舎
祉
の
史
料
に

同
E
円山口
P
阿
内

}
H
O
E
E-
な

い

し

は

と

も

-

記
さ
れ
る
人
物
で
、

(

お

)

(

鈍

)

て
お
り
、
ま
た
別
の
史
料
に
「
責
元
行
繋
開
観
」
と
あ
る
の
で
、

ド
印
可
烈
}
H
F

内山口同

す
で
に
梁
嘉
彬
氏
が
資
元
行
動
常
氏
に
相
嘗
す
る
こ
と
を
誼
明
し

の
0
2
5
H
「繋
開
観
」

に
異
論
を
挟
む
払
跡
地
は
み
あ
た
ら
な
い
。

そ
う
な

る
と

た
だ
し
以
上
の
よ
う
な
比
定
を
断
定
す
る
に
は
、
佐
々
木
正
哉
氏
の
所
設
に
検
討
を
加
え
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
氏
は
薙
正
四
J
六
年
の
時
期
を
中
心
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

吋
E
G
C白

は
自
ず
か
ら
陳
汀
観
と
な
る
。

行
名
の
最
初
の
字
に
「
官
」
を
附
し
て
稽
す
る
の
が
普
通
行
は
れ
て
居
た
様
で
あ
る
。
さ
れ
ば
・
:
・

「崇
儀
庖
陳
騰
官
」
は
叉
「
崇
官
」

と
掛
併
せ
ら
れ
る
こ
と
も
有
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
山
宗
官
即
ち

ωロ
ρ
g
と
す
れ
ば
、
:
:
:
贋
東
に
於
け
る
最
も
有
能
且
つ
富
裕
な
商
人
と

し
て
活
躍
し
、
:
・
:
殊
に
線
建
銀
に
闘
し
て
は
大
多
数
の
行
商一
の
反
割
に
も
不
拘
、
彼
は
終
始
之
を
支
持
し
た
。
官
僚
と
崇
官
と
の
提
描

-173ー

は
薙
正
十
年
迄
績
き
、
:
:
:
崇
官
、が
、
英
園
の
記
録
に
存
す
る

ω
Z
E
で
あ
り
、

楊
文
乾
の

「
耳
目
」
と
な
っ
た
行
商
で
あ
る
と
考
へ

て
間
違
な
い
で
あ
ら
う
。
崇
官
が
陳
騰
官
と
稽
し
た
か
否
か
は
英
園
側
の
記
録
に
存
し
な
い
が

::
:
d
Z
E
が
陳
騰
官
で
な
い
こ
と
は

目
ロ
古
田
は
薙
正
六
年
線
、
進
銀
閤
公
の
問
題
が
起
っ
た
際
、
敢
然
之
に
反
劃
し
た
が
、

崇
官
は
官
僚
側
に
立
っ
て
之
を

(
お
)

且
つ
崇
官
と
は
反
封
の
立
場
に
あ
っ
た
。

明
ら
か
で
あ
る
。

支
持
し
た
か
ら
、
雨
人
は
全
く
別
人
で
あ
り
、

「崇
義
庖
陳
騰
官
」
な
る
商
一
人
を
た
だ
ち
に
「
崇
官
」
と
し
、
こ
れ
を

ω
Z
E
に
あ
て
た
う
え
で
論
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
引
用
文

中
の
「
崇
官
」
が
「
崇
義
庖
陳
騰
官
」
、

ωロ
ρ
E
ぃ
.す
れ
を
指
す
も
の
か
剣
然
と
し
な
い
部
分
も
あ
る
が
、

そ
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
理

解
で
き
る
。
楊
文
乾
の
「
耳
目
」
と
い
う
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
彼
が
数
あ
る
洋
行
の
な
か
か
ら
任
用
し
て
貿
易
を
聾
断
さ
せ
た
一商
人
の

313 

こ
と
で
、

そ
の
一
人
を
イ
ギ
リ
ス
側
の
史
料
に
見
え
る

ω
2
5
だ
と
す
る
の
は
確
か
に
正
鵠
を
射
て
い
よ
う
。
問
題
は
雇
用
義
庖
陳
騰
官
」
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H
U
「起
訴
官
」
お
よ
び

「崇
官
」

H
ω
2
5
と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
の
か
ど
う
か
、

そ
し
て
「
吋
百

ρ
E
が
陳
騰
官
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
」

な
の
か
、

と
い
う
こ
黙
に
あ
る
。

ま
ず
第
一
貼
で
あ
る
が
、
「
行
名
の
最
初
の
字
に

「官
」
を
附
し
て
稀
す
る
の
が
普
通
行
は
れ
て
居
た
」
と
し
て
佐
々
木
氏
が
奉
げ
ら
れ
た

(

M

m

)

 

例
は
適
切
で
な
い
と
思
わ
れ
る
し
、
そ
れ
に
こ
の
場
合
は
、

「
騰
官
」
と
あ
る
も
の
を
な
ぜ
こ
と
さ
ら
に
「
崇
官
」
と
い
い
改
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
の
説
明
が
な
い
。

「崇
義
庖
陳
騰
官
」
は
む
し
ろ
「
騰
官
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
み
な
し
、

イ
ギ
リ
ス
側
の
史
料
で
も
そ
れ
に
相
嘗

す
る
も
の
を
ま
ず
比
定
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
ら
に

「崇」

の一耳目が

UJ 
z 

で
あ
ら
わ
さ
れ
る
と
す
る
の
は

日
本
語
か
ら
の
類
推
と

し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
な
お
さ
ら
蹄
に
落
ち
な
い
。

次
に
「
ゴ
ロ

ρ
E
が
陳
騰
官
で
な
い
」
の
は
、

十
分
な
説
得
力
を
も
つ
も
の
で
あ

ろ
う
か。

こ
の
よ
う
な
氏
の
所
読
は
、
楊
文
乾
の
「
耳

目
」
で
あ
っ
た
「
崇
義
庖
陳
騰
官
」
は
嘗
然
「
官
僚
側
に
」
興
す
る
者
で
あ
り
、

「
薙
正
六
年
綴
迭
銀
野
公
の
問
題」

で
「
官
僚
側
に
」
抗
し

-174-

て
「
敢
然
之
に
反
劃
」
し
た

吋
百
円
山
口
同

に
あ
た
る
は
ず
が
な
い
、

と
の
想
定
に
よ

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
論
法
そ
の
も
の
が

嘗
を
得
て
い
る
か
ど
う
か
疑
問
も
あ
る
が
、

む
し
ろ
そ
の
前
提
と
な
る
「
崇
義
庖
陳
騰
官
」
H

「耳
目
」
と
い
う
偲
定
が
問
題
で
あ
る。

氏
は

そ
の
論
嬢
を
薙
正
五
年
、
楊
文
乾
の
丁
憂
中
に
贋
東
巡
撫
兼
管
毎
海
闘
を
署
理
し
た
常
賓
が
一商一
人
た
ち
か
ら
徴
し
た
と
い
う
、
以
下
の
言
に
求

め
て
い
る。

:
:
:
去
歳
撫
臣
・
:
:
叉
設
銀
激
高
雨
差
人
往
別
省
置
買
湖
総
茶
葉
磁
器
等
貨
貯
如
升
行
筋
令
優
先
買
完
方
許
各
行
買
貨

今
現
貯
績
買
到

1
11
1
-
-
ω
i
ll
l
I
l
l
i-
-
1
1
1
1
1
1
1-
-

(幻
)

贋
未
曾
護
買
湖
総
二
百
像
権
現
在
崇
義
庖
陳
騰
官
行
内
客
-商
知
有
積
貨
併
慮
貨
到
不
能
先
買
以
致
往
来
稀
少
各
行
畏
曜
:
:
:

(
m
A〉

そ
の
解
樟
自
瞳
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
文
は

『
薙
正
株
批
論
旨
』
第
五
函
第

あ
え
て
句
讃
も
施
さ
ず
に
原
文
を
引
用
し
た
の
は
、

に
も
枚
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
傍
線
部
が
「
今
崇
義
庖
陳
騰
官
行
内
現
貯
湖
紙
二
百
徐
携
」
と
改
め
ら
れ
て

こ
の
よ
う
に
簡
略
に
嘗
た
っ
て
省
い
て
も
か
ま
わ
な
い
の
が
傍
線
部

ωだ
と
す
る
と
、
川
wと

ωが
指
す
と
こ
ろ
の
事
貫
は
ほ
ぼ
同
じ

(

m

m

)

 

で
、
字
面
か
ら
し
て
前
者
が
そ
の
概
況
を
、
後
者
が
具
陸
例
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
こ
の
引
用
文
は
全
瞳
の
構
成
か
ら

二
加
、
常
賀
、

い
る
。



「
今
」
と
い
う
文
字
で
い
っ
た
ん
停
頓
し
、
そ
れ
を
境
に
話
題
、
が
大
き
く
描
持
し
て
い
る
の
も
明
ら
か
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
傍
線
部
の

ωと
ωは
、
む
し
ろ
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
後
文
の
「
客
商
」
以
下
と
連
繋
さ
せ
て
謹
む
ほ
う
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う。

筆
者
の
理
解
す
る

み
て
、

と
こ
ろ
に
従
っ
て
課
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

:
・
去
年
(
薙
正
四
年
)
贋
東
巡
撫
楊
文
乾
は
:
:
:
他
方
で
、

銀
敷
高
雨
を
交
付
し
て
他
省
に
人
を
波
遣
し
て
、

湖
付師・

茶
葉

・
磁
器
な

ど
の
貨
物
を
買
い
付
け
て
如
升
行
に
貯
離
し
て
お
き
、

優
先
的
に
販
買
さ
せ
、
そ
れ
が
終
わ

っ
て
か
ら
各
行
に
よ
る
貨
物
の
販
買
を
許
す

〔各
行
の
〕
在
庫
は
買
い
足
し
た
分
が
贋
州
に
届
い
た
も
の
の
ま
だ
瑳
賀
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
〔た

と
え
ば
〕
湖
紙
二
百
携
あ
ま
り
が
崇
義
庖
陳
騰
官
の
行
内
に
在
庫
と
し
て
あ
る
。
客
一商
は
貨
物
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
の
を
わ
か
っ

て
い
な

が
ら
、
貨
物
が
届
い
て
も
先
に
販
買
で
き
な
い
の
で
は
、
と
不
安
な
の
で
、
取
引
は
き
わ
め
て
少
な
く
な
り
、
各
行
は
危
倶
し
て
し
ま
っ

い
ま
(
務
正
五
年
)

ょ
う
命
じ
た
。

て
い
る
。

以
上
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
楊
文
乾
の
「
耳
目
」
と
し
て
確
定
で
き
る
の
は

「如
升
行
」
の
み
で
あ
る
。

「
如
升
行
」
以
外
の
「
各
行
」
の
一
例
と
し
て
奉
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
氏

「
島
市
義
眉
陳
騰
官」

の
ほ

-175ー

う
は
「
先
に
販
貰
は
で
き
な
い
」
も
の
、

言
い
換
え
れ
ば
、

は
『
薙
正
株
批
識
旨
』
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
る
が
、
と
り
わ
け

「崇
義
庖
陳
騰
官
」
に
関
わ
る
部
分
の
解
俸
を
示
し
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
貼

に
つ
い
て
の
考
え
は
詳
ら
か
で
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ

こ
の
史
料
か
ら
た
だ
ち
に
「
耳
目
」
が
「
崇
義
庖
陳
騰
官
」
だ
と
は
断
定
で
き
な

ぃ
。
だ
と
す
れ
ば
、

叶，

5
0
5
が
「
陳
騰
官
」
で
な
い
と
は
一
概
に
い
え
な
く
な
り
、

「陳
騰
官
」

が

ω
2
5
で
は
な
く

吋

5
円山口同

で

あ

る
可
能
性
も
で
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、

雇用
義
庖
陳
騰
官
」
を

ω
2
5
に
あ
て
う
る
積
極
的
な
根
擦
は
も
は

や
存
在
し
な
い
と
い

っ
て
よ
く
、

ωロ円山口同

を
陳
蕎
観
と
し
て
も
何
ら
差
し
支
え
は
な
い
し

ωロ円山口同

と
は
害
額
〈
H
H
奇骨宮
)
の
一
孟
一
回
を
骨
局
し
た
も
の
と
み
た
ほ
う
が
む
し
ろ
自
然

315 

一
七
二
七
年
(
潅
正
五
年
)
の
シ
ー
ズ
ン
に
「
商一
人
た
ち
は

(ω
〉

し
な
か
っ
た
」
と
い
う
そ

l
ス
氏
の
言
と
上
の
「
如
升
行
」
に
闘
す
る
記
事
は
暗
合
す
る
部
分
が
多
く
、
明
謹
は
見
嘗
た
ら
な
い
も
の
の
、
さ

ωロ円山口問

が
道
を
聞
く
ま
で
、
誰
も
商
買
を
し
よ
う
と
は

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
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し
あ
た
り

ω
2
5
1
陳
蕎
観
H
如
升
行
と
し
て
も
不
都
合
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
薙
正
五
年
嘗
時
に
存
在
し
た
「
崇
義
庖
陳
騰
官
」

と
は
い
っ
た
い
何
者
か
と
い
う
問
題
は
残
る
が
、
註
(
凶
)
傍
線
部
⑨
に

「崇
義
行
陳
汀
観
」
の
名
が
見
え
る
か
ら
、

「騰
」
は
「
汀
」
の
誤
り

か
、
あ
る
い
は
通
じ
て
用
い
ら
れ
た
と
み
て
よ
く

「
汀
翻
」

な
ら
ば

d
Z
E
に
も
合
致
し
よ
う。

以
上
の
考
察
の
結
果
を
ま
と
め
て
い
え
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

『
題
参
』
に
登
場
す
る
洋
行
の
う
ち
、
陳
霧
翻
は
イ
ギ
リ
ス
の
史
料
に
い
う

ωロ
円
山
口
問
で
あ
り
、

そ
の
企
業
の
名
は
如
升
行
と
思
わ
れ
る
。
学
徳
行
陳
芳
翻
は
叶
O
口
出
口
ロ

ρ
5、
崇
義
行
陳
汀
観
は
、

H
J
2
5、
察
関
親
は

(
況
〉

。
。
一
円
吉
田
に
し
て
資
元
行
で
あ
る
。

」
れ
ら
以
外
に
『
題
参
』
に
お
い
て
も
外
園
側
の
史
料
で
も、

さ
ら
に
多
く
の
洋
行
名
、
洋
行
一商
人
が
見

ら
れ
る
が
、
双
方
を
つ
き
あ
わ
せ
て
比
定
で
き
る
の
は
、
今
の
と
こ
ろ
や
は
り
以
上
の
四
行
に
限
ら
れ
る
。

「
綿
行
」
を
め
ぐ
っ
て

『
題
参
J

』
の
な
か
で
さ
ら
に
注
目
に
値
す
る
の
は
、
傍
線
部
①
に
い
う
「
四
大
洋
行
」
の
任
用
、
租
乗
圭
の
供
述
に
即
し
て
い
え
ば
、
傍
線

-176ー

部
③
の

「総
行
」
の
設
立
に
言
及
し
た
部
分
で
あ
ろ
う
。
薙
正
年
間
後
牢
に
こ
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
た
事
買
は
、
寡
聞
に
し
て
こ
れ
ま
で

言
及
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
。
も
っ
と
も
こ
の
「
線
行
」
が
具
瞳
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
司
た
か
は
、
引
用
文
に
述
べ
る
と
こ
ろ
で
ほ

ぼ
壷
き
て
お
り
、

と
く
に
つ
け
加
え
て
説
明
を
要
し
な
い
。
こ
こ
で
の
課
題
は
し
た
が

っ
て
、
こ
の
時
期
に
限
ら
れ
る

「総
行
」
そ
の
も
の
よ

り
も
、

そ
の
設
定
は
ど
の
よ
う
に
篠
件
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
、
歴
史
的
に
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
の
考
察
に
な
ろ
う
。
そ
れ
に
は
も
う
少

し
時
間
の
幅
を
前
後
に
長
く
と
っ
て
、
貿
易
を
扱
っ
た
一
商
人
全
瞳
の
あ
り
方
と
そ
の
襲
遜
を
み
る
作
業
が
必
要
と
な
る
。

も
ち
ろ
ん

一
八
世
紀

半
ば
以
後
の
西
洋
貿
易
に
闘
し
て
は
、
す
で
に
少
な
か
ら
ず
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
以
前
が
い
か
な
る
も
の
で
、
ど
の
よ
う
に
そ
こ

に
つ
な
が
っ
て
く
る
か
は
、

な
お
十
分
な
検
討
を
鰹
た
と
は
い
い
が
た
い
。
こ

の
「
総
行
」
を
も
親
野
に
入
れ
た
考
察
が
あ
ら
た
め
て
求
め
ら

れ
る
所
以
で
あ
る
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、

こ
れ
ま
で
初
の
「
公
行

2
0・Z
口
問
)
」
設
立
の
試
み
と
い
わ
れ
て
き
た
一
七
二

O
年
一

二
月
の
「
ギ
ル
ド
」
結



〈

m
M
)

成
で
あ
る
。
す
で
に
筆
者
が
述
べ
た
と
お
り
、
そ
れ
は
構
成
や
性
質
か
ら
み
て
「
公
行
」
と
も

の
0
・roロ
ぬ
と
も
い
え
な
い
け
れ
ど
も、

嘗
時

の
商
人
た
ち
の
存
在
形
態
を
反
映
し
た
も
の
と
み
な
す
の
は
可
能
で
あ
る。

等
は
五
行
、

(

お

)

み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
等
は
六
行
と
さ
れ
、

「
ギ
ル
ド
」

を
構
成
し
た
商
人
は
第
一
等
の
も
の
が
五
行、

第
二

こ
の
差
等
は
外
園
貿
易
の
「
持
ち
分
合
ZHOど
を
定
め
た
も
の
で
、
一
商
人
の
資
力
に
麿
じ
た
も
の
と

風
つ
海
開
監
督
の
支
持
を
得
た
こ
の
「
ギ
ル
ド
」
は
一
年
を
経
ず
し
て
解
散
に
至
っ
た
が
、
そ
れ
に
は
「
ギ
ル
ド
」
か
ら
除
外
さ
れ
た
二
名
の

一
商
人
の
策
動
が
大
い
に
興
っ
て
力
が
あ

っ
た
。

そ
の
経
過
を
記
す
東
イ
ン
ド
舎
祉
の
記
録
は
、

二
七
一
二
年
七
月
二
九
日
〕
の
。
目
印

Z
d『
と

(
U
E
L
m
-
ロ
は
、
も
し
我
々
が
こ

の
「
ギ
ル
ド
ハ
の
O
B司自
己
」
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き

る
な
ら
彼
ら
が
提
供
す
る
茶
の
値
段
を
大
幅
に
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
い
、
こ
れ
に
協
力
し
よ
う
と
申
し
出
た
。
彼
ら
は
こ
れ
は
綿

督
へ
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
成
功
し
な
い
、
と
我
々
に
い
っ
た
。
:
:
:
〔
翌
日
〕

こ
の
「
ギ
ル
ド

3
2E
己
」
の
商
人
た
ち
は
〔
綿
督
に
〕

召
喚
さ
れ
、
大
い
に
恐
れ
て
い
た
彼
の
抗
議
を
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
。

こ
れ
に
加
え
、
の。

g
m
z
d『
と

ル
ド
の
指
導
者
た
ち
の
一
部
に
彼
ら
の
茶
を
自
分
た
ち
が
引
き
受
け
よ
う
と
約
束
し
て
打
っ
て
い
た

手
も
あ
っ

て、

(

担

)

「
ギ
ル
ド
」
結
成
を
定
め
た
謹
書
は
農
却
さ
れ
た
。

。ロ仏間四日ロ

ヵ:
ギ

-177-

〔「ギ
ル
ド
」
の
〕

指
導
者
は
屈
服
し
、

と
俸
え
る
。
こ
こ
か
ら
判
断
し
て
、
嘗
時
こ
の
二
人
は
爾
贋
総
督
と
密
接
な
関
係
を
持
ち、

「ギ
ル
ド」

を
構
成
し
た
各
々
の
一
商
人
よ
り
も
さ

ら
に
大
き
な
勢
力
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
た
が

っ
て
直
接
に
貿
易
に
播
わ
り
う
る
企
業
は
、
嘗
時
勢
力
の
あ

っ
た
順
に
序
列
を

つ
け
る
と
、
二
行
、
五
行
、
五
行
、
六
行
と
い
っ
た
形
で
存
在
し
て
お
り
、
合
計
一
八
行
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
。

こ
の
の
ち
数
年
を
経
た
潅
正
四
年
(
一
七
二
六
年
〉
に
貿
易
の
統
制
を
強
化
し
た

の
は
、
害
海
開
監
督
を
粂
ね
た
贋
東
巡
撫
楊
文
乾
で
あ
っ

た
。
常
資
ら
の
奏
摺
に
よ
る
と
、
彼
は
一
六
J
七
、
あ
る
い
は

一
八
J
九
家
あ
る
「
洋
行
」
の
う
ち
、
「
専
行
」
六
行
を
選
任
し
て
そ
れ
ら
に

(

お

)

し
か
納
税
と
取
引
を
許
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。
さ
き
の
「
ギ
ル
ド
」
結
成
・
解
散
に
関
わ

っ
た
企
業
と
照
ら
し
あ
わ
せ
る
と
、
そ
の
一
八
行
と

317 

い
う
数
と
「
洋
行
」
の
数
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
ば
か
り
で
な
く
、

一
八
行
の
う
ち
上
二
層
を
な
す
七
行
と
「
専
行
L

の
数
も
わ
ず
か
な
遣
い
し
か
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認
め
あ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
雨
時
期
が
数
的
に
合
致
す
る
現
象
は
、
全
瞳
と
し
て
雨
者
を
同
じ
も
の
と
み
な
け
れ
ば
説
明
が
つ
か
な
い
で
あ

ろ
う
。

も

っ
と
も
中
園
側
の
史
料
に
は
概
数
と
し
て
し
か
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
数
年
を
隔
て
た
雨
者
の
聞
で
、
個
々
の
企
業
の
出
入
が
皆

無
だ
っ
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
、

多
少
の
不
一

致
が
あ
ら
わ
れ
て
も
そ
れ
は
や
む
を
得
ま
い
。

ま
た
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
贋
東
布
政
使
官
達
も

濁
自
に
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

慶
東
に
は
以
前
よ
り
洋
貨
行
が
あ
っ

て
十
三
行
と
稽
す
る
が
、

貫
際
に
は
四
J
五
O
家
あ
る
。
楊
文
乾
が
着
任
す
る
と
、
行
頭
と
い
う
名

稽
を
創
設
し
、
六
行
を
選
任
し
た
。
六
行
の
う
ち
さ
ら
に
二
行
を
専
ら
耳
目
と
し
、

多
く
資
本
を
給
し
、
各
慮
で
貨
物
を
買
い
付
け
、
洋

行
の
取
引
を
謹
一
断
さ
せ
た
。
来
航
船
が
慶
州
に
到
着
す
れ
ば
、

貨
物
の
納
税
・
稔
入
口
問
の
進
上
な
ど
は
す
べ
て
こ
の
二
行
だ
け
が
取
り
扱

っ
た
。
:
:
:
六
行
設
立
以
後
、
あ
ら
ゆ
る
外
園
人
と
の
交
易
は
、
こ
の
六
行
で
な
け
れ
ば
貨
物
を
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
た。

そ
の
結
果
、
各
行
の
貨
物
が
山
の
如
く
積
ま
れ
て
い
て
も
、
外
園
人
は
敢
え
て
買
お
う
と
せ
ず
、
多
末
に
な
っ
て
も
貰
り
捌
け
ず
、

債
格

を
割
り
引
い
て
六
行
に
貰
り
、
六
行
か
ら
〔
外
園
人
に
〕
轄
貰
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
司
た
。
こ
の
た
め
各
商
は
多
く
資
本
を
傾
け
、
筈
を

被
ら
な
い
行
届
は
な
か
っ
た
。
そ
の
過
程
で
の
課
税
の
項
目
は
甚
だ
多
か
っ
た
が
、

(
お
)

房
・
稿
房
の
書
跡
の
み
が
携
嘗
し
た。

そ
れ
は
〔
耳
目
の〕

二
行
と
毎
海
開
監
督
衛
門
の
庫

-178ー

こ
こ
に
言
及
さ
れ
た
四
J
五
O
の
「
洋
貨
行
」、

ハ
行
の
「
行
頭
」
お
よ
び
二
行
の

「
耳
目
」

は、

い
ず
れ
も
常
賓
ら
の
報
告
に
は
見
ら
れ
な

ろ
う
。

い
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
「
洋
貨
行
」
は
、
す
ぐ
後
に
「
洋
行
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
常
資
ら
の
い
う
「
洋
行
」
と
同
じ
も
の
で
あ

(

竹

山

)

四
J
五
O
家
と
い
う
撒
は
楊
文
乾
を
弾
劾
す
る
た
め
、
こ
と
さ
ら
に
誇
張
を
施
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

「行
頭
」
は
数
の
上
で
も
そ

の
役
割
に
お
い
て
も
、
明
ら
か
に
常
資
ら
の
い
う

「
専
行
」
に
相
嘗
す
る。

(

m
ぬ

)

あ
り
、
楊
文
乾
自
身
は
こ
れ
を
「
行
首
」
と
呼
ん
で
い
る
。
他
方

「専
行
」
は
「
専
放
之
六
行
」
を
略
し
た
語
と
考
え
ら
れ
、
納
税
に
よ
り
重

「行
頭
」
な
ら
ば
「
洋
行
」
の
リ
ー
ダ
ー
と
い
う
よ
う
な
意
味
で

き
を
置
い
た
言
い
方
で
あ
ろ
う
が
、

「行
頭
」

「
行
首
」

「専
行
」

い
ず
れ
も
指
す
賞
瞳
は
異
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
楊
文
乾
が
「
耳

日
」
と
し
た
二
行
と
い
う
の
も
、
や
は
り
さ
き
に
「
ギ
ル
ド
」
を
解
散
に
追
い
込
ん
だ
最
上
層
の
ニ
行
と
散
が

一
致
し
、
そ
の
う
ち
少
な
く
と
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(

m
抑
〉

も
一
行
ば
同
一
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
一
商
人
た
ち
の
構
成
を
圏
一
示
す
る
と
上
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
こ
の
三
角
形

の
上
下
は
商
一
人
の
資
力
の
大
小
に
劃
醸
し
、
横
の
幅
は
一商
人
の
教
の
多
少
を
あ
ら
わ
す
。
楊

文
乾
は
嘗
時
、

直
接
に
貿
易
に
描
わ
り
う
る
一
六
J
一
九
の
「
洋
行
」
の
う
ち
、
六
行
を
選

ん
で
納
税
と
取
引
を
任
せ
、
さ
ら
に
そ
の
な
か
か
ら
二
行
を
「
耳
目
」
と
し
た
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
資
力
の
格
差
な
ど
に
よ
り
明
確
に
差
等
、
階
層
を
分
か
ち
う
る
ま
で
に
な

っ
た

商
人
た
ち
の
あ
り
方
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う。

洋行構造概念圃

こ
の
楊
文
乾
の
後
任
と
し
て
碍
海
開
監
督
に
就
い
た
の
が
租
乗
圭
で
あ
る
。
彼
が
設
定
し

た
「
線
行
」
は
楊
文
乾
の
「
行
頭
」
と
比
べ
、
敷
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
洋
行
の
リ
ー
ダ
ー

-179ー

と
い
う
名
稽
の
意
味
も
、
果
た
す
べ
き
役
割
も
ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
み
な
せ
よ
う
。
こ
の
よ
う

(

必

)

に
、
薙
正
一
帝
か
ら
巌
し
い
叱
責
を
受
け
た
は
ず
の
楊
文
乾
と
同
様
の
措
置
を
と
っ
て
い
る
の

は
、
そ
れ
が
に
わ
か
に
襲
わ
り
ょ
う
も
な
い
一
商
人
た
ち
の
あ
り
方
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る

以
上
、
毎
海
開
監
督
に
と
っ
て
公
的
な
徴
税
で
も
私
利
の
着
服
で
も
も
っ
と
も
都
合
が
よ

第1圃

く
、
そ
れ
以
外
に
は
方
法
が
考
え
ら
れ
な
か
円
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
租
乗
圭
の
と
き

に
な
っ
て
は
じ
め
て
看
取
で
き
る
特
色
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
営
時
の
朕
況
は
『
題
参
』

に
先
立
っ
て
毛
克
明
も
指
摘
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
と
あ
わ
せ
て
検
討
を
試
み
よ
う。

洋
行
は
合
計
一
七
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
一隅
建
人
の
陳
汀
官

・
陳
書
官
・
繋
開
官
の
三
行
の

み
が
聾
断
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
あ
ら
ゆ
る
取
引
を
わ
が
も
の
と
し
て
い
る
。
〔
一

七

行
の
〕
う
ち
に
は
〔
そ
の
ほ
か
に
お
〕
六
行
あ
る
が
、
こ
れ
も
陳
汀
官
ら
の
親
族
の
開
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い
た
も
の
で
あ
り
、
あ
わ
せ
る
と
九
行
に
な
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
一
商
品
を
販
買
す
る
行
庖
(
質
賃
行
庖
)
が
な
お
数
十
家
あ
ま
り
あ
る
け
れ

ど
も
、
汀
官
の
門
下
に
と
り
入
ら
な
け
れ
ば
、
ま
っ
た
く
買
り
捌
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
貨
物
を
外
圏
一
商
人
に
買
る
に
は
、
必
ず
上
の
九

行
が
優
先
的
に
取
引
を
行
な
い
、
そ
れ
が
終
わ
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
別
家
の
交
易
が
許
さ
れ
た
。
も
し
〔
寄
海
閥
〕
監
督
が
容
認
、
放
任

〈

4
)

し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
彼
ら
だ
け
で
ど
う
し
て
濁
占
な
ど
で
き
よ
う
か
。

こ
の
報
告
は
細
か
い
事
賓
の
把
揮
こ
そ
十
分
で
な
い
け
れ
ど
も
、

全
瞳
に
闘
わ
る
重
大
な
誤
謬
や
誇
張
が
あ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
聾
断
を
ほ

し
い
ま
ま
に
し
た
「
陳
汀
官
・
陳
議
官

・
繋
開
官
の
三
行
」
は

『題
参
』
傍
線
部
⑤
の
「
李
泰
・
陳
芳
観
を
や
め
さ
せ
、
陳
害
額
ら
の
三
大

行
に
は
従
来
ど
お
り
交
易
を
総
べ
さ
せ
た
」
と
い
う
記
事
に
適
合
す
る
か
ら
、

陳
芳
叡
ら
を
も
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
傍
線
部
①
の
「
四
大
洋

行
」
に
も
等
し
く
な
る
。
ま
た
一
七
家
の
「
洋
行
」
は
「
大
洋
行
十
九
家
」
に
相
嘗
す
る
で
あ
ろ
う
。

毛
克
明
の
報
告
で
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
は
、

「陳
汀
官
ら
の
親
族
」
の

「
六
行
」
に
閲
す
る
記
述
で
あ
る
。
彼
は
租
乗
圭
の
も
と
で
は、
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「
陳
汀
官
・
陳
霧
官
・
察
開
官
の
三
行
」
に
こ
の
「
六
行
」
を
加
え
た
「
九
行
が
優
先
的
に
取
引
を
行
な
」
う
と
い

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
封
し

『
題
参
』
で
は
、
数
多
く
の
洋
行
に
言
及
が
あ
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
「
六
行
」

を
具
瞳
的
に
指
し
示
す
箇
所
は
見
い
出
せ
な
い
。
傍
線
部

①
に
「
あ
ら
ゆ
る
貨
物
の
買
買
は
、
委
任
し
た
四
行
し
か
取
り
扱
え
な
く
し
た
」
と
あ
り
、
傍
線
部
②
に
よ
れ
ば
、
と
り
わ
け
務
正
七
年
と
九

年
は
「
陳
蕎
親
」
が
来
航
船
の
取
引
を
ほ
ぼ
「
包
撹
」
し
て
い
る
。

こ
の
情
報
は
毛
克
明
の
報
告
以
後
の
調
査
を
経
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
よ

り
辱
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が

「
六
行
」
や
「
九
行
」
と
い
う
具
瞳
的
な
描
篤
も、

何
ら
か
の
根
擦
を
踏
ま
え
ず
に
で
き
る
は
ず
は
な

い
ず
れ
も
事
賓
の
一
面
を
俸
え
る
も
の
と
し
て
南
者
を
整
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
す

れ
ば
、
あ
る
程
度
局
外
の
立
場
か
ら
観
測
し
た
毛
克
明
に
は
「
六
行
」
も
優
先
的
に
取
引
で
き
た
と
映

っ
た
朕
況
が
、
租
桑
圭
の
不
正
を
捜
査

く
、
た
だ
ち
に
考
慮
の
外
に
置
く
わ
け
に
も
い
か
な
い
。

す
る
段
に
な
っ
て
言
え
る
範
圏
で
は
、

「陳
毒
翻
」
の
「
包
撹
」
に
鯖
せ
ら
れ
て
し
ま

っ
た
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、

た

と
え
現
買
に
は
ほ
か
の
洋
行
が
取
引
し
て
い
た
と
し
て
も
、
磨
海
開
監
督
の
職
責
に
関
わ
っ
て
く
る
側
面
で
は
、

そ
れ
は
「
徳
行
」

で
あ
り
納

税
を
ひ
き
う
け
る
「
陳
蕎
観
」

一
人
の
名
義
に
牧
徴
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
黙
は
『
題
参
』

傍
線
部
⑥
に
、
租
乗
圭
が
嘗



ま
た
一
七
二
九
年
の
イ
ギ
リ
ス
側
の
記
録
に
、

「
自
分
の
名
義
で
交
易
し
て
は
な
ら
な
い

ハ不
許
出
名
貿
易
ど
と
い
い
、

(
必

)

「
四
人
の
一
商
人
:
:
:
の
名
義
で
な
け
れ
ば
誰
も
一商
品
の
船
積
が
で
き
な
い
:
:
:
」
と
あ
る
こ
と

初
陳
毒
観
と
同
じ
く
「
総
行
」
で
あ
っ
た
陳
芳
観
を
退
け
た
さ
い
、

か
ら
も
諾
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、

毛
克
明
が
な
ぜ
こ
れ
ら
「
六
行
」
を
「
陳
汀
官
ら
の
親
族
」
と
い
う
表
現
で
形
容
し
た
の
か
も
理
解
し
や
す

く
な
ろ
う
。
こ
の
表
現
は
後
文
で
「
汀
官
の
門
下
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
汀
官
」
は
「
寄骨
官
」
の
誤
り
で
あ

「
親
族
」
と
い
い
「
門
下
」
と
い
っ
て
も
そ
れ
ら
が
文
字
.
と
お
り
の
意
味
で
な
い
の
も
明
白
で
あ
る
。
来
航
船
と
優
先
的
に
取
引
で
き
た

り
「
融
行
」
以
外
の
「
六
行
」
が
、
組
業
圭
と
結
ん
で

「
包
撹
」
し
た
陳
蕎
観
か
ら
そ
の
名
義
を
借
り
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
局
外
の
立
場
か

ら
は
彼
ら
が
「
陳
需
官
」
に
私
的
に
通
じ
、

い
わ
ば
そ
の
傘
下
に
入
っ
て
取
引
を
分
け
て
も
ら
っ
て
い
た
と
見
え
て
も
無
理
は
な
い
し
、
そ
れ

を
「
親
族
」

「
門
下
」
と
比
品
慨
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
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い
ま
一
つ
燭
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
毛
克
明
の
い
う
数
十
家
の
「
頁
貨
行
庖
」
に
つ
い
て
で
あ
る。

彼
は
一商
品
の
販
貰
に
し
か
言

及
し
て
い
な
い
が
、
『
題
参
』
と
つ
き
あ
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
「
買
貨
行
庖
」
に
あ
た
る
の
は
明
ら
か
に
七
十
徐
家
の

「洋
貨
小
舗
」
で
あ
り
、

販
買
に
業
務
を
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
ひ
ろ
く
貿
易
商
品
を
扱

っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
注
意
を
要
す
る
の
は
、
彼
ら
が

「
門
下
に
と
り
入
ら
な

け
れ
ば
」
取
引
が
で
き
な
か
っ
た
と
述
べ
る
貼
で
、
こ
れ
は
寅
際
に
は
「
門
下
」
に
と
り
入
っ
て
取
引
を
し
て
い
た
と
み
な
す
べ
き
も
の
で
あ

る

「
と
り
入
る
(
銭
信
〉
」
と
い
う
表
現
は
す
こ
ぶ
る
陵
昧
な
も
の
の
、
こ
れ
を
変
易
の
面
に
限
っ
て
い
え
ば
、
来
航
船
と
の
取
引
は
直
接
に

は
無
理
で
あ
る
が
、

「
門
下
」
と
閥
係
を
結
び

こ
れ
を
仲
買
に
立
て
て
貿
易
に
興

っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う。

そ
し
て
そ
の
数
か
ら
す

れ
li 

一
つ
の
洋
行
に
つ
き
数
家
な
い
し
十
数
家
の

「洋
貨
小
舗
」
が
取
引
し
た
と
み
ら
れ
、

嘗
然
そ
の
資
本
は
零
細、

取
引
は
小
口
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

の
規
模
を
縫
承
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

ら
一
締
め
出
さ
れ
た
商
人
が
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
彼
ら
は
洋
行
に
比
較
す
れ
ば
概
し
て
資
力
が
乏
し
か

司
た
こ
と
も
容
易
に
想

二
O
家
足
ら
ず
の
洋
行
は
上
述
の
よ
う
に
、

一
七
二
O
年
の

「
ギ
ル
ド
」

そ
こ
か

321 

像
さ
れ
よ
う
。

来
航
船
と
の
直
接
取
引
が
で
き
な
い
と
な
れ
ば
、

彼
ら
は
そ
の
資
力
に
鹿
じ

間
接
的
に
で
も
な
お
貿
易
に
興
る
か

他
方
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台、 面
の
交
易
に
業
種
を
轄
換
す
る
か
の
二
途
が
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

「
洋
貨
小
舗
」
と
は
ま
さ
し
く
そ
の
前
者
を
な
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い

以
上
を
要
す
る
に
、
嘗
時
、
洋
行
は
一
七
J
一
九
家
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
公
式
に
来
航
船
と
取
引
を
ゆ
る
さ
れ
、
そ
の
納
税
を
ひ
き
う
け

た
の
は
三
J
四
家
の
「
総
行
」
で
あ
り
、
そ
の
名
義
を
借
り
て
取
引
を
行
な
う

「
六
行
」
の
「
親
族
L

「
門
下
」
も
あ
っ

・た
。
さ
ら
に
洋
行
以

す
な
わ
ち
嘗
時
の
来
航
船
の
取
引

は

「
総
行

(
練
欝
官〉」

|

「親
族
」

「
門
下
」
に
と
り
入
っ
て
貿
易
に
輿
る
数
十
家
の

「洋
貨
小
舗
」
が
存
在
し
た
。

「門
下
」
!
「
洋
貨
小
舗
」
と
い
う
系
列
で
行
な
わ
れ
た
と
想
定
で
き
よ
う
。

こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
と

(

必

)

す
れ
ば
、

の
ち
の
保
一
商
制
度
の
起
源
は
こ
の
時
期
ま
で
遡
れ
る
と
い

っ
て
差
し
支
え
な

外
に
こ
れ
ら

「親
族
」

五型、行

親族
門下

i羊行

洋貨)
小舗 )

L、。

保
一
商
制
度
の
根
幹
を
な
す
の
は

磨
海
闘
の
税
課
納
入
に
責
任
を
負
う
の
が
保
一商

で
、
他
の
洋
行
も
外
園
人
と
の
取
引
は
で
き
て
も
そ
れ
は
す
べ
て
保
商
の
名
義
に
よ
る
、
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と
い
う
方
法
で
あ
り
、

そ
の
洋
行
の
背
後
で

「洋
貨
庖
(
多

o
Z命
名
目
。
」
も
質
際
に
取
引

租 乗圭時 代

を
行
な

っ
た
か
ら
、

こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
上
の
系
列
と
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
系
列
は

い
ア
た
ん
形
成
さ
れ
た
以
上
、

そ
れ
を
根
底
で
篠
件
守つ
け
た
一商
人
の
階
層
構
造
の
全
睦
的

な
あ
り
方
が
襲
わ
ら
な
け
れ
ば
、

か
り
に
租
乗
圭
の
昆
罰
に
と
も
な
い
「
線
行
」
が
鹿
止

さ
れ
て
獲
更
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
貫
質
に
出
変
化
を
き
た
す
べ
く
も
な
か

第 2圏

っ
た
で
あ
ろ
う
。

も

っ
と
も
そ
れ
は
組
乗
圭
の
と
き
に
は
、

「線
行
」
の
設
定
を
除
け
ば

「
親
族
」

な
ど
の
表
現
に
端
的
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、

あ
く
ま
で
非
公
式
な
も
の
で
あ
っ

た
。
保
一商
が
設
立
さ
れ
た
の
は
、
中
園
側
の
史
料
で
乾
隆

一
O
年
の
こ
と
と
さ
れ
る
。

L 

さ
さ
か
孤
立
的
で
裏
づ
け
が
十
分
で
な
い
こ
の
記
事
も
、

上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、

租
乗
圭
以
来
の
い
わ
ば
非
公
式
な
取
引
慣
行
が
保
一
一商
と
い
う
名
に
お
い
て
嘗
局
か
ら
は
じ



め
て
公
認
さ
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
外
園
側
の
史
料
に
薙
正
末
年
な
い
し
乾
隆
初
年
に
「
保
菌
窃
onRFq〉」

の
記
述
が
あ
ら
わ
れ
始
め
、
な
お
『
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
評
さ
れ
る
の
も
決
し
て
故
な
し
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

乾
隆
以
後
の
展
開

第

2
園
は
前
節
で
跡

ξ

つ
け
た
薙
正
一

O
年
頃
の
一
商
人
の
構
成
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
圃
が
で
き
あ
が
っ
て
み
る
と
、
そ
の
開

連
で
さ
ら
に
若
干
の
論
黙
を
補
足
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
ア
ヘ

ン
戦
争
前
夜
に
お
け
る
洋
行
お
よ
び
そ
の
他
の
商
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の

性
格
や
位
置
づ
け
の
黙
で
異
論
は
あ

っ
て
も
、
具
韓
的
な
人
員
の
構
成
や
活
動
の
内
容
は
も
は
や
周
知
に
層
し
、

あ
ら
た
め
て
説
明
を
要
し
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
さ
し
あ
た
り
最
終
的
な
形
態
と
す
る
と
、
上
の
園
に
示
さ
れ
た
構
造
は
、
ど
の
よ
う
な
展
開
を
経
て
そ
こ
に
掃
着
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
の
検
討
は
、
前
節
の
所
論
を
清
代
の
貿
易
瞳
制
全
瞳
の
推
移
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
も
、
ぜ
ひ
と
も
必
要

な
作
業
と
な
る
。

(川ご

そ
こ
で
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
嘉
慶
五
年
の
卑
海
開
監
督
倍
山
の
上
奏
で
あ
る
。
こ
の
史
料
は
贋
東
貿
易
が
語
ら
れ
る
さ
い

に
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
引
用
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
こ

の
上
奏
の
言
及
す
る
乾
隆
二
五
年
の
「
公
行
」
設
立
に
、
さ
も
な
く
ば
東
南

ア
ジ
ア
の
貿
易
に
も
つ
ば
ら
関
心
を
向
け
て
の
も
の
で
あ

っ
た
。

い
ず
れ
も
前
後
五

0
年
聞
に
亙
る
内
容
を
有
す
る
こ

の
上
奏
の
文
脈
に
即
し

た
全
韓
的
な
理
解
に
は
達
し
て
い
な
い
。
本
稿
の
よ
う
な
視
角
か
ら
検
討
し
な
お
し
て
み
る
徐
地
は
蔑
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
便
宜
上
原
文

を
六
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
分
け
て
引
用
し
よ
う
。
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ω
:
:
:
磨
海
開
征
職
制
課
、
招
接
民
夷
一
商
貨
、
現
有
外
洋
行
・
本
港
行
・
一
踊
潮
行
三
項
名
目
。
外
洋
行
事
脚
外
洋
各
園
夷
人
載
貨
来
血
了

護
頁
稔
課
諸
務
、
本
港
行
専
管
遅
羅
貢
使
及
夷
客
貿
易
納
前
之
事
、
一
隅
潮
行
係
総
本
省
潮
州
及
一
隅
建
民
人
往
来
買
買
諸
税
。

例
其
外
洋
・
本
港
一
切
納
鮪
諸
務
、
乾
隆
十
六
年
間
、
倶
係
外
洋
行
餅
理
、
共
有
洋
行
二
十
家
、
並
無
本
港
名
目
、
亦
無
一
隅
潮
行
名
、
止

有
省
城
海
南
行
人
家
。

323 
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ω治
乾
隆
二
十
五
年
、
洋
一
商
潜
振
成
等
九
家
、
呈
請
設
立
公
行
、
専
樹
夷
船
、
批
司
議
准
。

嗣
後
外
洋
行
一
商
、
始
不
粂
榔
本
港
之
事
。
其

時
査
有
集
義

・
豊
膏

・
達
豊

・
文
徳
等
行
、
専
樹
木
港
事
務
、
並
無
票
定
設
立
案
援
。
其
海
南
行
人
家
、
改
震
一
帽
潮
七
家
、
亦
無
案
可

稽
。
治
乾
隆
三
十
五
年
、
国
各
洋
一商
潜
振
影
等
復
行
具
票
、

公
榔
夷
船
、
衆
志
紛
妓、

漸
至
推
譲
、
於
公
無
補
、
経
前
督
臣
李
影
莞
、
倉

同
前
監
督
臣
徳
魁
、
示
禁
裁
撤
公
行
名
目
、
衆
一商
皆
分
行
各
耕
。

川
刊
市
本
港
行
亦
屡
有
開
閉
。
嗣
後
有
如
順
行
劉
如
新

・
恰
順
行
辛
時
瑞

・
高
取
旅
行
部
彰
傑
、
於
乾
隆
六
十
年
因
抱
欠
夷
帳
、
被
控
押
迫
、

由
南
海
豚
詳
議
、

Mm本
港
行
三
家
、
概
行
革
除
。
該
一
商
所
欠
選
羅
夷
帳
、
著
外
洋
行
衆一商
、
先
行
塾
還
、
師
勝
本
港
之
行
用
、

分
年
担
還

一
商
欠
。
其
本
港
事
務
、
何
著
外
洋
行
策
樹
、
以
昭
慎
重
、

業
擦
票
准
行
。

伺
旋
於
嘉
慶
元
年
五
月
、
接
外
洋
行
商
、
以
不
能
兼
顧
爵
僻
、

呈
請
勝
本
港
行
事
務
、
改
信
仰
一
帽
潮
行
一
商
人
経
理
、
議
定
章
程
、
何
由
外
洋

行
統
轄
。
復
於
是
年
十
二
月
接
一隅
潮
衆
一商
、
公
皐
一幅
潮
昌
隆
行
陳
絡
街
之
弟
陳
長
緒
、
承
開
本
港
行

一
家
。
誼
陳
長
緒
侍
其
濁
行
、
大
慰

盤
断
、
侵
呑
客
一商
。
於
臣
到
任
後
、

盤
被
客
人
張
啓
抜

・
王
名
利
等
告
護
、

師
於
嘉
慶
四
年
九
月
間
、

委
血
つ
盈
庫
大
使
、
詞
明
遁
還
一
商

欠
、
春
明
督
臣
、
勝
該
商
陳
長
緒
、
立
行
斥
革
。
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制
臣
因
輿
督
臣
再
三
簿
議
、
本
港
之
生
意
、
難
非
若
外
洋
行
之
必
須
大
本
、
行
商一
方
可
承
充
、
而
招
接
選
羅
貢
使
貿
易
税
制
諸
務
、

事
頗

非
細
。
如
外
洋
行
有
身
家
之
人
、
又
不
欲
充
嘗
。
若
仰
以
不
甚
段
質
本
分
之
人
、
董
司
其
事
、
則
将
来
弊
賞
、
正
難
預
計
。
至
外
洋
行
之

不
願
兼
掛
本
港
者
、
非
力
不
能
南
顧
、
不
過
以
外
洋
之
生
計
利
厚
、
自
居
大
商
、

覗
本
港
之
行
利
微
細
、

若
軽
取
行
用
、
則
徒
費
経
営
、

如
重
取
行
用
、
叉
恐
致
許
控
、
是
以
屡
震
規
避
。
而
本
港
行
多
設
行
口
、
既
非
鰹
久
之
道
、
止
開
一

家
、
叉
起
聾
断
之
階
。
莫
若
の
著
外

洋
行
永
遠
条
理
、
或
公
同
照
料
、
或
公
委
二
家
承
嘗
。

以
上
の
文
章
一
は
後
牢
は
と
も
か
く
、
前
半
の
脈
絡
が
い
さ
さ
か
掴
み
づ
ら
く
感
じ
る
の
は
筆
者
の
み
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
こ
の
倍
山
の
上

奏
は
、
川
仰
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
嘉
慶
五
年
嘗
時
の
外
洋
行
に
そ
れ
ま
で
の
本
港
行
を
も
兼
務
さ
せ
よ
う
と
す
る
企
固
か
ら
出
た
も
の
で
あ

り
、
全
世
の
文
-
章
も
そ
れ
に
聞
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
彼
よ
り
も
以
前
の
事
買
を
述
べ
る
部
分
の
う
ち
、
判
例
は
自
身
の
嘗
面
の
問
題



に
直
接
す
る
も
の
で
記
述
が
具
瞳
的
な
の
に
封
し
、

ωωω
は
自
論
を
展
開
す
る
た
め
の
伏
線
な
い
し
前
提
で
あ
り
、
そ
こ
で
採
録
す
る
事
責

は
自
分
の
主
張
に
必
要
最
小
限
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
こ
の
文
章
の
わ
か
り
に
く
い
所
以
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
難
解
な
部
分
を

っ
き
つ
め
て
考
え
、

な
る
べ
く
そ
の
時
期
本
来
の
事
貫
に
還
元
し
て
い
く
こ
と
が
全
韓
の
理
解
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、

ωに
あ
る
外
洋
行
・
本
港
行
・
一
踊
潮
行
と
い
う
分
類
の
定
義
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
正
し
く
な
い
わ
け
で
は

な
い
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
我
々
に
と
っ
て
十
分
に
説
得
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
こ
う
し
た
分
類
に
な
る
の
か
、
そ
の
由
来

や
根
援
を
把
握
し
て
お
か
な
い
と
、

ω以
下
の
理
解
に
も
支
障
を
き
た
す
恐
れ
が
あ
る
。
道
光
『
贋
東
逼
志
』
巻

一
八
O
、
経
政
略
二
三
、
に

は
同
じ
事
責
を
記
す
一
節
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
倍
山
の
上
奏
を
下
敷
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
表
現
を
い
さ
さ
か
異
に
す
る
。
原
文
の
ま
ま

引
く
と
、
一
該
嘗
部
分
は
そ
れ
ぞ
れ
「
緋
外
洋

〔
船
隻
〕

貨

税

」

「

耕

一

隅

潮

船

隻

貨

税

」

と

あ

っ
て
、
分
類
の
基
準
が
交

「
脚
本
港
船
隻
貨
税
」

易
船
の
種
別
に
置
か
れ
て
い
る
。
語
句
の
な
り
た
ち
に
聞
し
て
い
え
ば
、

こ
ち
ら
の
ほ
う
が
よ
り
正
鵠
を
射
た
表
現
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
船
の
分
け
方
は
か
な
り
以
前
よ
り
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
で
、
管
見
の
か
ぎ
り
も
っ
と
も
早
い
例
と
し
て
は
、
薙
正
四
年
二
月
一

二
日
付
の
楊
文
乾
の
奏
摺
に
、
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容
海
闘
の
税
額
は
、
す
べ
て
外
園
か
ら
や
っ
て
く
る
洋
船
と
本
港
よ
り
安
南
・
東
洋
に
赴
い
て
交
易
す
る
船
か
ら
徴
牧
す
る
税
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
慶
州
・
恵
州
・
潮
州
・

高
州
・
雷
州
・
廉
州
・
嘆
州
の
各
府
の
貨
船
に
つ
い
て
は
、
そ
の
積
載
す
る
民
聞
の
日
用
品
お
よ
び

(

必

)

柴
提
・
魚
蝦
・
菓
品
・
横
榔
の
た
ぐ
い
は
、
元
来
克
税
扱
い
で
あ
る
。

と
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
い
ず
れ
の
船
を
述
べ

る
に
も
説
明
的
で
、

な
お

一
定
の
分
類
項
目
は
形
づ
く
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

は
っ
き
り
船
を
三
種
に
分
か
っ
て
お
り
、
分
類
原
理
の
存
在
は
遅
く
と
も
こ
の
と
き
ま
で
遡
れ
よ
う
。
薙
正

一
O
年
以
後
は
、

船
」
と
な
ら
ん
で
「
本
港
船
」
の
隻
数
が
載
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
表
現
こ
そ
文
章
に
よ

っ
て
一
定
し
な
い
も
の
の
、
外
洋
と
本
港
は
船
に

冠
せ
ら
れ
て
分
類
項
目
を
構
成
す
る
概
念
と
し
て
定
着
し
て
ゆ
く
。
こ
の
三
分
類
は
基
本
的
に
船
の
装
着
地
や
航
行
距
離
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
が
、

「
外
洋

325 

っ
た
が
、

そ
れ
は
同
時
に
船
の
規
模
や
積
載
貨
物
を
区
分
す
る
目
安
で
も
あ
り
、

ひ
い
て
は
税
則
を
適
用
す
る
さ
い
の
大
掴
み
な
匿
分
の
基
準
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(
組
問
〉

に
も
な

っ
て
い
た
。

そ
の
黙
に
着
目
し
て
あ
ら
た
め
て
楊
文
乾
の
言
を
見
る
と
、
彼
は
船
を
三
種
に
分
け
る
に
先
立

っ
て、

ま
ず
「
外
園
」
と

「
本
港
」
を
括
っ

た
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
の
二
グ
ル

ー
プ
に
大
別
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
分
類
の
手
順
は
、
こ
の
場
合
に

限
ら
ず
嘗
時
の
通
例
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
「
外
洋
船
」

「本
港
船
」
以
外
の
船
は
、

ば
か
り
か
、
上
奏
に
記
さ
れ
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
種
の
船
が
嘗
時
に
お
い
て
は
、
碍
海
闘
の
税
牧
の
う
え
で
ほ
と
ん
ど
取

(

円

引

)

る
に
足
り
な
い
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

一
定
の
分
類
項
目
が
立
て
ら
れ
な
い

以
上
を
踏
ま
え
て
、

は
じ
め
て

ωの
誤
解
に
と
り
か
か
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
冒
頭
に
「
外
洋
・
本
港
の
納
税
な
ど

一
切
の
任
務
」
と
あ

る
よ
う
に
、
外
洋
行

・
本
港
行

・一
帽
潮
行
の
う
ち
と
く
に
前
二
者
だ
け
取
り
出
す
護
想
は
、

倍
山
の
文
だ
け
で
は
理
解
し
に
く
い
が
、

で
の
交
易
船
の
分
け
方
に
照
ら
せ
ば
納
得
が
い
く
。
船
の
分
類
で
は
、
ま
ず
外
洋
と
本
港
を
合
わ
せ
た
も
の
と
そ
れ
以
外
に
分
け
、

そ
れ
ま

つ
い
で
前
…

者
を
さ
ら
に
外
洋
と
本
港
に
分
け
る
と
い
う
二
段
階
の
手
順
が
踏
ま
れ
た
。
船
に
劃
す
る
納
税
や
取
引
の
措
嘗
も
、
そ
う
し
た
手
順
が
反
映
し

た
と
考
え
れ
ば
よ
く
、
乾
隆
二
ハ
年
は
船
の
分
類
で
の
第

一
の
段
階
に
掛
臆
し
た
匿
分
に
と
ど
ま
り
、
外
洋
と
本
港
に
分
け
る
に
は
至
っ
て
い
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な
か
司
た
の
で
あ
る。

倍
山
は
こ
う
し
た
外
洋
と
本
港
の
納
税
や
取
引
を
携
賞
し
た
も
の
と
し
て
「
外
洋
行
」

を
奉
げ
る
。
彼
の
時
代
に
は
外
洋
行
は
略
し
て
洋
行

と
呼
ぶ
の
が
普
通
で
あ
?
た
か
ら
、
そ
の
直
後
に
合
計

「
二
十
家
」
あ
る
と
記
す
「
洋
行
」
と
は
、

単
に
そ
の
「
外
洋
行
」

を
言
い
換
え
た

(
必
)

し
か
し
乾
隆
二
ハ
年
に
、
貫
際
に
外
洋
行
な
る
稽
呼
が

一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

「外」

が

も
の
と
見
ら
れ
る
。

皐
な
る
街
字
で
な
い
と
す
れ
ば
、
倍
山
が
こ
と
さ
ら
に
「
外
洋
行」

と
い
う
語
句
を
使

っ
た
可
能
性
も
あ
り
、

そ
こ
に
は
別
の
意
圃
が
あ
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
貼
は
後
述
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
外
洋
と
本
港
に
あ
た
り
う
る
も
の
を
「
外
洋
行
」
で
は
な
く
「
洋
行
」

と
す
る
の
が
無
難
で
あ
ろ
う
。
や
や
時
代
は
隔
た
る
も
の
の
、

「
洋
行
二
十
家
」
が
数
的
に
み
て
、
前
節
で
の
薙
正
年
聞
の
洋
行
の
流
れ
を
汲

む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
「
洋
行
」
と
「
海
南
行
八
家
」
の
開
係
で
あ
る
。
海
南
行
の
寅
瞳
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
が
、

せ
め
て



そ
の
輪
郭
だ
け
で
も
描
い
て
お
か
な
け
れ
ば
、

理
解
の
糸
口
す
ら
掴
む
べ
く
も
な
い
。
幸
い
そ
の
名
稽
の
「
海
南
」
が
海
南
島
を
指
す
の
は
明

自
な
の
で

『
磨
海
闘
士
山
』
巻
一

一
、
税
則
四、

大
闘
の
僚
に
は
、

お
び
た
だ
し
い
種
類
の
船
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
盟
運
搬
や
漁
業
な
ど
を
除
く
一
般
の
交
易
船
は
お
し
な
べ
て
、
慶
州
よ
り
出
帆
す
る
も
の

そ
れ
を
手
が
か
り
に
で
き
る
。

「
外
国
夷
鉛
」

と

「
本
港
洋
船
」
以
外
に

を
貿
易
船
と
呼
ん
で
行
先
を
あ
わ
せ
記
し
、

慶
州
へ
来
航
す
る
船
を
出
裂
し
た
地
名
に
よ
っ
て

「
潮
州
・

恵
州
・
一
幅
建
船
」

「
唆
州
船

(理
南

船
、
海
南
船
)
」
な
ど
と
稽
す
る
。

ま
た
別
に
コ
幅
潮

・
併
山
・

江
門

・
海
南
行
」
と
い
う
企
業
名
も
見
え
、
こ
れ
は
そ
れ
ら
の
船
を
扱
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
乾
隆
二
ハ
年
に
は
コ
帽
潮
の
行
名
が
な
く
」
贋
州
の
海
南
行
し
か
な
か

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
と
き
は
海
南
島
と

庚
州
の
聞
の
交
易
船
が
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
で
、
そ
れ
を
扱
う
行
が
と
く
に
嘗
局
に
よ

っ
て
認
識
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
倍
山
の
言
だ

け
で
は
「
洋
行
」
と
海
南
行
が
範
晴
を
異
と
す
る
の
か
、
後
者
は
前
者
の
一
部
を
な
す
の
か
剣
断
は
っ
き
か
ね
る
も
の
の
、
外
洋
と
本
港
に
あ

た
る
も
の
が
「
洋
行
」
で
、
そ
れ
以
外
の
船
を
扱
う
代
表
的
な
も
の
が
海
南
行
と
い
う
よ
う
に
匡
分
さ
れ
て
い
た
と
み
な
せ
よ
う
。
こ
れ
に
誤

り
が
な
け
れ
ば
海
南
行
の
起
源
は
、
洋
行
か
ら
締
め
出
さ
れ
た
た
め
、
海
外
か
ら
の
来
航
船
と
の
貿
易
を
断
念
し
、

業
種
を
沿
岸
交
易
に
換
え

た
も
の
、
つ
ま
り
「
洋
貨
小
舗
」
と
同
源
か
ら
分
化
し
た
、

第
2
圃
の
斜
線
部
分
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う。

乾
隆
二
五
年
に
至
っ
て
、

ωに
定
義
さ
れ
た
外
洋
行
・
本
港
行
・

一幅
潮
行
の
分
立
と
な

っ
た
事
件
を
記
す
の
が
川
切
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
さ
き
に
少
し
引
用
し
た
『
庚
東
通
志
』
の
記
載
を
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
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得
海
闘
を
設
け
た
蛍
初
、
交
易
す
る
船
は
多
く
な
く
、
税
牧
も
少
な
く
、
行
口
が
数
家
あ
っ
た
が
外
洋
・
本
港
・
一
幅
潮
と
分
か
た
ず
、
任

意
に
取
引
す
る
の
を
許
し
て
い
た
。
船
が
'
次
第
に
多
く
な
る
と
、
行
口
の
う
ち
比
較
的
多
く
責
本
を
有
す
る
も
の
が
外
洋
〔
船
〕
の
貨
税

を
、
そ
れ
に
衣
ぐ
も
の
が
本
港
船
の
貨
税
を
、
さ
ら
に
そ
れ
に
次
ぐ
も
の
が
一
帽
潮
船
の
貨
税
を
扱
う
よ
う
に
な

っ
た。

以
上
の
記
述
か
ら
、
船
に
お
け
る
三
分
法
が
そ
れ
を
扱
う
企
業
に
も
完
全
に
適
用
さ
れ
た
と
い
う
事
質
、
お
よ
び
そ
の
適
用
は
各
企
業
の
有
す

る
責
本
の
大
小
に
底
じ
て
い
た
こ
と
が
看
取
で
き
よ
う
。
そ
し
て
前
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
が
「
洋
行
」
と
海
南
行
と
の
二
分
瞳
制
で
あ

司
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た
と
す
れ
ば
、
こ
の
三
分
は
よ
り
具
瞳
的
に
は
「
洋
行
」
の
外
洋
行
と
本
港
行
へ
の
分
裂
、

お
よ
び
海
南
行
の
一
繭
潮
行
へ
の
改
編
と
い
う
こ
事
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外洋行
保商

( )内は乾隆25年以前のもの

第 3圃 乾隆 25

備考:

か
ら
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も

っ
と
も
引
用
文
は
「
行
口
」

と
い
う
一
グ
ル

ー
プ

が
三
分
し
た
よ
う
に
讃
め
な
く
も
な
い
が
、
こ
の

「行
口
」
は
時
期
的
に
は
卑
海
開
設

置
以
来
の
も
の
を
指
し
、
し
か
も
何
ら
限
定
が
施
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、

海
南
行
も
包
含
す
る
概
念
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
洋
行
」

も

年

以
上
の
よ
う
な
限
定
を
倍
山
の
行
論
と
考
え
あ
わ
せ
て
み
よ
う
。

彼
の
言
い
方
で

は
、
外
洋
行

・
本
港
行

・
一隅
潮
行
の
分
立
と
い
う
事
態
は
、
そ
れ
ま
で
の

「
洋
行
」
九

家
が
い
わ
ば
ま
と
ま
っ
て
濁
立
し

「
も
っ
ぱ
ら
夷
船
を
扱
」
う
よ
う
に
な
っ
た

一
事

に
揖
仰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

倍
山
は
潜
振
成
ら
の
請
願
は
嘗
局
の
正
式
の
許

可
を
得
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
本
港
行
と
一
幅
潮
行
の
場
合
、
必
ず
し
も
そ
う
し
た
手
緩

-188ー

を
経
た
誼
擦
は
な
い
と
い

っ
て
お
り

一
口
外
に
嘗
局
が
許
可
し
た
わ
け
で
も
な
い
の

に
、
外
洋
行
九
家
の
濁
立
に
と
も
な
っ

て
勝
手
に
分
立
し
た
の
で
は
、
と
い
う
疑
い
さ

え
挟
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

「
洋
行
」
と
一
幅
潮
行
の
前
身
た
る
海
南
行

の
聞
に
は
す
で
に
一
線
が
劃
さ
れ
、

倍
山
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
意
見
を
抱
く
の
か
も
さ
ほ
ど
矛
盾
な
く
説
明
で
き
る
。

そ
れ
ぞ
れ
役
割
を
異
に
し
て
い
た
と
考
え
れ
ば
、

「洋
行
」
の
う
ち
九
家
が
ま
と
ま
っ
て

「夷
船
」
の
み
を
扱

う
よ
う
に
な
る
と
、
勢
い
そ
こ
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
も
の
も
残
さ
れ
た
任
務
を
果
た
す
べ
く
、
あ
ら
た
め
で
ま
と
ま
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、

三
グ
ル
ー
プ
の
分
立
は
容
易
に
現
買
の
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
こ
の
三
分
の
貫
質
的
契
機
は
「
洋
行
」
の
分
裂
で
あ
り
、
そ
れ
は

こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
外
洋
行
の
濁
立
は
、

ま
た
外
洋
行
の
濁
立
に
ほ
か
な
ら
な
か
?
た
と
い
え
よ
う
。

な
い
の
は
そ
の
前
年
、
乾
隆
二
四
年
の
「
防
範
外
夷
規
篠
」
の
制
定
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
質
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
直
接
的
な
動
機
と
し
て
看
過
で
き

い
わ
ゆ
る
プ
リ
ン
ト

Q
・
2
5
C
事
件
に
端
を
設
し
、
乾
隆
二



二
年
に
西
洋
貿
易
は
公
式
に
贋
東
一
港
に
限
定
さ
れ
た
が
、
以
後
そ
の
贋
東
で
は
と
り
わ
け
西
洋
貿
易
の
管
理
に
意
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
。
そ
う
し
た
動
き
が
「
洋
行
」
に
及
ぶ
の
も
嘗
然
で
あ
り
、
雨
康
総
督
李
侍
奏
、
が
提
案
し
た
「
防
範
外
夷
規
傑
」
は
そ
れ
を
端
的
に
表
現

(
品
目
〉

し
て
い
る
。
そ
こ
で
加
え
ら
れ
た
規
制
の
多
く
は
、
西
洋
人
と
取
引
を
行
な
う
「
洋
行
」
商
人
に
関
わ

っ
て
お
り
、
そ
の
寅
施
に
嘗
た

っ
て
は

彼
ら
の
役
割
が
き
わ
め
て
重
要
に
な
る
。
そ
れ
な
ら
こ
れ
を
機
に
、
公
式
に
彼
ら
が
西
洋
貿
易
を
主
と
す
る
来
航
船
の
取
引
に
専
門
化
し
て
し

ま
っ
た
ほ
う
が
、
嘗
局
に
も
彼
ら
自
身
に
も
都
合
が
よ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
外
洋
行
と
し
て
濁
立
し
た
九
家
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
「
洋
行
」
の
う
ち
も
っ
と
も
資
力
の
あ
る
も
の
で
あ
司
た
。

し
か
し
九
家

と
い
う
具
瞳
的
な
定
数
に
限
ら
れ
た
彼
ら
の
資
格
は
、
資
力
ば
か
り
で
は
な
か

っ
た
。
前
節
で
保
一
商
制
度
の
起
源
と
し
て
指
摘
し
た
、

行
」
と
そ
の
「
親
族
」
の
関
係
に
あ
る
洋
行
の
総
数
は
、

や
は
り
九
J
一
O
家
で
あ
っ
た
。
務
正
一

O
年
以
後
も
そ
の
規
模
に
急
激
な
襲
化
は 組

確
認
で
き
な
い
か
ら
、

(
印
)

る
。
乾
隆
二
四
年
の
時
黙
で
は
、
保
一
商一
は
わ
ず
か
に
五
家
を
数
え
る
に
す
ぎ
ず
、
取
引
を
行
な
っ
た
「
行
一
商
」
の
納
税
延
滞
と
そ
の
肩
代
わ
り

(引む

に
よ
る
保
一
商
の
負
捨
増
大
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
初
期
の
保
商
は
「
線
行
」
と
同
じ
く
、
五
家
前
後
の
「
洋
行
」
が
任
じ
た
限
定

(

臼

〉

的
、
固
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
起
因
し
た
弊
害
を
改
善
す
る
必
要
も
感
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
限
定
的
で
あ

保
商
と
主
に
そ
の
名
義
で
西
洋
貿
易
を
行
な
い
え
た
「
洋
行
」
の
総
和
は
、

十
前
後
の
ま
ま
推
移
し
た
と
推
定
さ
れ

-189ー

丹
、
た
保
一
商
の
枠
を
そ
の
名
義
で
貿
易
を
行
な
っ
て
い
た
「
洋
行
」
に
ま
で
擦
げ
、

(

臼

)

手
と
を
一
元
化
さ
せ
る
に
如
く
は
な
か
司
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
彼
ら
相
互
の
取
引

・
納
税
篠
件
を
同
等
に
し
て
お
く
措
置
も
必
要

(
U
A
〉

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
外
洋
行
濁
立
に
は
そ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
考
え
れ
ば
外
洋
行
と
な

っ
た
も
の
が
な

「
夷
船
」
の
保
-
商
に
嘗
た
る
べ
き
一商
人
と
そ
の
取
引
の
捨
い

ぜ
九
家
な
の
か
、
同
時
に
「
夷
船
を
公
糊
す
る
」
よ
う
な
「
公
行
」
を
な
ぜ
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
も
説
明
が
つ
く
。

さ
て
倍
山
の
文
脈
に
立
ち
戻
る
と
、
彼
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
外
洋
行
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
と
関
連
し
た
本
港
行
の
あ
り

方
に
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
る
と
本
港
行
に
あ
た
っ
た
の
は
、
す
で
に
海
南
行
と
は
は
っ
き
り
匡
別
さ
れ
、
そ
れ
ら
よ
り
も
富
裕
で
あ

329 

っ
た
も
の
の
、
潜
振
成
ら
九
家
の
枠
か
ら
は
ふ
る
い
落
と
さ
れ
る
よ
う
な
、
嘗
局
か
ら
す
れ
ば
あ
ま
り
有
望
で
は
な
い
一
商
人
だ
と
い
う
こ
と
に
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な
る
。
倍
山
は
結
果
的
に
そ
う
し
た
商一
人
が
本
港
行
を
館
賞
し
た
と
こ
ろ
に
、
自
分
の
直
面
し
た
問
題
の
繭
因
を
求
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

嘉
慶
五
年
と
い
う
時
期
に
そ
の
針
策
と
し
て
彼
が
提
起
し
た
の
は
、

先
述
の
よ

う
に
外
洋
行
に
本
港
行
を
兼
ね
さ
せ
る
と
い
う
主
張
で
あ

っ

た
。
そ
し
て
そ
れ
に
は
よ
る
べ
き
先
例
が
あ
り
、
外
洋
行
一商
人
が
「
も
っ
ぱ
ら
夷
船
を
扱
」
う
の
は
む
し
ろ
異
例
だ
と
断
じ
て
自
論
を
裏
づ
け

る
必
要
が
あ

っ
た
。

ωに
見
え
る
よ
う
に
、
外
洋
行

・
本
港
行

・
一幅潮
行
の
分
立
よ
り
も
以
前
の
海
南
行
以
外
の
一一商
人
た
ち
を
、

倍
山
が
あ
え

て
「
外
洋
行
」
と
稽
す
る
の
も
、
首
時
す
で
に
成
立
し
て
い
た
外
洋
行
H
洋
行
と
い
う
観
念
を
別
に
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
考
え
か
ら
の
も
の
で

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

彼
の
意
見
の
是
非
に
深
く
立
ち
入
る
に
は
及
ば
な
い
が
、
本
港
行
の
位
置
づ
け
が
微
妙
な
も
の
で
あ
司
た
と
い
う
黙
は
確
か
に
首
肯
で
き
、

さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
ろ
う。

そ
の
前
に
本
港
行
の
事
務
の
内
容
を
ひ
と
と
お
り
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
港
行
は
文
字
.と
お
り

「
本
港
船
の
貨
税
」
を
扱
う
も
の
で
あ
る
が

こ
れ
で
は
倍
山
の
定
義
と
い
さ
さ
か
隔
た
り
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い。

「
本
港

-190ー

船
」
は
贋
州
地
方
の
内
地
一
商
人
が
東
南
ア
ジ
ア
各
地
に
出
る
も
の
の
謂
な
の
に
針
し
、

彼
は
本
港
行
は
シ
ャ
ム
の
朝
貢
使
お
よ
び
「
夷
客
」

の

取
引
・
納
税
を
扱
う
も
の
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
交
易
の
貫
態
に

つ
い
て
見
れ
ば
、
商
者
は
揮
一
的
に
正
誤
を
断
.
す
べ
き
も
の
で
も
な

け
れ
ば
、
裁
然
と
剣
別
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
は
い
わ
ば
盾
の
半
面
で
あ
り
、

(

日

)

い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
シ
ャ
ム
と
の
貿
易
で
は
、

一
方
が
出
航
、
他
方
が
来
航
の
側
面
に
重
貼
を
置

中
園
人
が
寅
質
的
な
縫
い
手
に
な
り
つ
つ
あ
り
、

つ
と
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
純
然
た
る
朝
貢
を
も
含
め
て
す
で
に

(

回

)

「
夷
客
」
と
い

っ
て
も
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
中
園
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を

受
け
付
け
る
立
場
に
と
っ
て
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
朝
貢
に
ま
つ
わ
る
諸
手
績
を
除
外
し
て
し
ま
う
と
、
そ
も
そ
も
の
出
自
が
慶
州
で
さ
え
あ

れ
ば
、

「本
港
船
」
の
蹄
還
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
本
港
行
の
所
轄
範
囲
の
劃
定
は
、
次
第
に
不
分
明
に
な

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

「幅
潮
船
」
の
撞
頭
と
深
く

関
わ
っ
て
い
る
。
本
港
行
の
分
立
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
海
南
行
が
一
隅
潮
行
に
改
編
さ
れ
た
直
接
の
契
機
や
経
緯
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
海
南
行
の
名
稀
が
「
海
南
船
」
に
勢
躍
し
た
も
の
だ
と
す
る
と
、
一
繭
潮
行
の
場
合
は
コ
幅
潮
船
隻
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
改
編
の
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乾隆48年号海関税l攻報告(乾隆46年12月26日-47年12月25日〉

庚 州(大関〉 .ー， カオ l他(5の6庭ロ岸) 

船 種 外洋夷船 本港船 福潮船 襖門夷船 呂宋夷船

隻 教
14 17 430 25 3 

( -19J 

税(1，000爾〉枚
252 98 52 8 110 

( -180J ( +70J ( +4OJ 

表 1

〕内は乾隆42年報告との比絞.
備考 :1.奥門夷船25隻は定徴。 日宋夷鉛のマカオ入港は特例。(

資料l'宮中指乾隆靭奏F宮』第55続， 801-802頁。

背
後
に
は
、
沿
岸
交
易
の
比
重
が
慶
州
|
海
南
島
ル

l
ト
か
ら
慶
州
|一幅
建

・
潮
州
ル

1
ト
に
移

コ
帽
潮
船
」
な
る
語
は
、
巌
密
に
い
え
ば
後
者
に

っ
た
と
い
う
祭
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。

お
け
る
交
易
船
の
み
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
沿
岸
交
易
船
全
瞳
を
意
味
す
る
用

法
も
あ
る
。
た
と
え
ば
乾
隆
四
八
年
の
贋
東
巡
撫
向
安
の
奏
摺
は
、
表
ー
の
よ
う
に
税
牧
を
計
上

し
、
さ
ら
に
は
、

ま
た
内
地
の
民
間
人
が
自
ら
海
船
を
造

っ
て
許
可
謹
を
申
請
し
、
海
上
に
出
て
交
易
す
る
も

の
に
、
本
港
船
と
一踊
潮
船
の
二
種
が
あ
り
、
検
査
や
徴
税
は
す
べ
て
外
洋
夷
船
と

一
律
に
行

(

貯

〉

な
う
。

と
も
い
っ
て
い
る
。
こ
の
三
種
が
卑
海
闘
の
大
闘
が
管
轄
す
る
海
上
交
易
船
の
す
べ
て
で
あ
る
か

-191ー

ら

こ
の
場
合
の
コ
帽
潮
船
」
は

「
本
港
船
」
や
「
外
洋
夷
船
」
に
は
入
ら
な
い
交
易
船
の
汎

稿
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
に
は
一帽
潮
と
い
え
ば
、

と
り
も
な
お
さ
ず
慶
州
を
出
入

り
す
る
沿
岸
交
易
船
す
べ
て
を
意
味
す
る
ほ
ど
、

贋
州
と
一
幅
建

・
潮
州
の
交
易
の
比
重
が
増
大
し

(
日
〉

て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
上
の
引
用
文
と
表
1
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
船
の
分
類
に
お
い
て
も
税
牧
の
計
上
の

し
か
た
に
お
い
て
も
、
「
本
港
船
」
と

コ
踊
潮
船
」
が
ひ
と
ま
と
め
に
括
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
ま
で
は
む
し
ろ
「
外
洋
船
」
と
「
本
港
船
」
を

一
括
り
に
し
て
き
た
こ
と
に
鑑
み
る

と
、
こ
れ
は
大
き
な
縛
換
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
そ
れ
ま
で
外
洋
・

本
港
と
そ
れ
以
外
と
の
聞
に
も

っ
と
も
強
く
引
か
れ
て
い
た
境
界
線
は
薄
れ
て
ゆ
き
、
代
わ

っ
て
外
洋
と
本
港
と
の
聞
の
断
層
が

(

日

)

大
き
く
な
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

表
1
に
見
え
る
「
本
港
船
」
と

コ
繭
潮
船
」
の
隻
数
の
格
差
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は
、
各
々
の
船
の
規
模
の
大
小
を
反
映
し
た
も
の
と
も
受
け
取
れ
、
な
お
雨
者
の
繍
胸
躍
的
な
性
格
の
相
違
が
窺
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
個
々
の
事

例
を
み
れ
ば
そ
れ
も
次
第
に
解
消
し
て
い
く
趨
勢
に
あ

っ
た
。
こ
れ
も
や
は
り
シ
ャ
ム
貿
易
の
例
を
奉
げ
る
の
が
便
利
で
あ
ろ
う
。
乾
隆
四
六

年
に
シ
ャ
ム
が
朝
貢
を
願
い
出
て
き
た
さ
い
付
せ
ら
れ
た
一商
船
の
リ
ス
ト
に
は
「
澄
海

・
新
曾
鯨
各
字
放
」
が
あ
り
、
ま
た
「
シ
ャ
ム
の
朝
貢

(
印
)

ほ
か
は
す
べ
て
庚
東
省
の
商
船
で
あ
る
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
澄
海
豚
は

船
は

一
一
隻
で
、
そ
の
う
ち
外
洋
船
が
二
隻
、

潮
州
、
新
曾
豚
は
慶
州
で
あ
る
か
ら
、
強
い
て
分
別
す
れ
ば
前
者
が
コ
帽
潮
船
」
、

沿
岸
交
易
と
い
う
範
圏
を
越
え
て
、

シ
ャ
ム
と
慶
州
の
聞
の
貿
易
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
ま
で
の

「本
港
船
」

や
本
港
行
の
領
域
に
も
進
出
し

(
日

〉

「本
港
船
」
と
繁
わ
ら
な
い
位
置
を
占
め
る
も
の
さ
え
あ
司
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
幅
潮
船
」
の
進
出
は
時
代
が

後
者
が
「
本
港
船
」
と
な
る
。

す
な
わ
ち
「
一
幅
潮
船
」
は

て
い
た
の
で
あ
り
、

下
る
と

い
っ
そ
う
明
確
に
あ
ら
わ
れ
る
。
嘉
慶

一
二
年
九
月
、
雨
贋
総
督
呉
熊
光
の
報
告
に、

船
一
商
の
金
協
順
と
陳
澄
設
な
る
も
の
が
シ
ャ
ム
の
貨
物
を
積
み
込
み
、
贋
州
に
来
て
交
易
を
行
な
う
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
。
:
:
:
地
方

-192ー

官
の
調
査
に
よ
る
と
金
協
順
は
一
幅
建
の
同
安
鯨
の
人
、
陳
澄
震
は
庚
東
の
澄
海
豚
の
人
で
あ
る
。
:
:
:
シ

ャ
ム
朝
貢
使
に
よ
る
と
金
協
順

と
陳
澄
護
の
二
船
は
、
確
か
に
シ
ャ
ム
が
新
た
に
建
造
し
て
康
州
に
涯
遣
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
園
の
民
間
人
は
海
運
業
に
通
じ
て
な
い

(
臼
〉

の
で
、
多
く
の
場
合
、
一
隅
潮
船
戸
を
雇
っ

て
代
わ
り
に
や
ら
せ
て
い
る
、
と
い
う。

と
あ
り
、
こ
の
と
き
に
は
も
は
や
シ
ャ
ム
か
ら
の
来
航
貿
易
は
、
大
多
数
が

「一隅
潮
船
戸
」
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
お
り
、
い
か
に
シ
ャ
ム
船

と
い
っ
て
も
そ
の
内
貫
は
コ
踊
潮
船
」
と
見
て
差
し
支
え
な
い
。

へ
の
交
替
は
程
度
の
差
こ
そ
あ

(
臼
〉

シ
ャ
ム
の
み
に
限
ら
れ
ず
、
劃
東
南
ア
ジ
ア
貿
易
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
起
こ

っ
て
い
た
こ
と
も
推
し
て
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た

「本
港
船
」
か
ら
コ
踊
潮
船
」

れ

コ
帽
潮
船
」
が
こ
の
よ
う
に
沿
岸
交
易
の
み
な
ら
ず
、
東
南
ア
ジ
ア
の
貿
易
に
も
進
出
し
て
、

「本
港
船
」
に
取

っ
て
代
わ
り
つ
つ
あ

ア
た

趨
勢
は
、
嘗
然
そ
れ
ぞ
れ
を
取
り
扱
う
一
幅
潮
行
と
本
港
行
の
分
別
に
も
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
お
か
な
か

っ
た。

倍
山
の
上
奏
の
川判
例
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
乾
隆
六

O
年
に
本
港
行
三
家
が
撤
慶
さ
れ
た
の
ち
、
一
隅
潮
行
の
う
ち
一
家
が
本
港
行
に
任
じ
る
こ
と
に
な

?
た
の
も
、
こ
う
し

た
背
景
が
あ
?
た
と
考
え
れ
ば
た
だ
ち
に
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
試
み
そ
の
も
の
は
失
敗
に
関
し
た
と
は
い
え
、

「本
港
船
」
が
ほ
と
ん
ど
有



名
無
貫
に
な
り
、

コ
踊
潮
船
」
と
ま
と
め
て
「
外
洋
船
」
に
封
比
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
は
、
そ
れ
は
結
局
、
内
地
の
も
の
と
外
園
の
も
の
と

(

臼

)

の
大
別
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
濁
立
し
た
本
港
行
の
設
定
は
も
は
や
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
そ
れ
ら
の
船
の
取
引

・
納
税

(

臼

)

を
扱
う
も
の
も
、
一
帽
潮
行
と
外
洋
行
に
整
理
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
お
お
む
ね
内
と
外
を
捨
嘗
す
る
二
分
瞳
制
と
な

司
た
の
で
あ
る
。

ま

と

め

お
わ
り
に
以
上
の
所
論
に
基
づ
い
て
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
前
牢
に
か
け
て
の
贋
東
の
洋
行
の
全
瞳
的
な
襲
濯
を
筆
者
な
り
に
素
描
し

て
お
こ
う
。
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、
行
の
分
化
の
歴
史
で
あ
る
。
贋
東
の
洋
行
の
起
源
は
、
周
知
の
よ
う
に
噂
海
開
設
置
直
後
に
設
け
ら
れ

た
洋
貨
行
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
数
や
寅
盟
、
相
互
の
関
係
は
な
お
詳
ら
か
で
な
い
が
、
時
聞
が
経
過
す
る
に
し
た
が
い
、
一
様
に
海
上
貿
易

を
扱
う
各
々
の
洋
貨
行
の
聞
に
格
差
が
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

内

市高潮行
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前回家

外i羊行

備考:洋貨広には後七家よりも霊堂力の大きいも

のがあったという(拙稿 「清代琴海闘の

徴税機構J.93頁，参照)。

第4圃 嘉慶5年以後

そ
の
一
つ
の
到
達
貼
が
一
七
二

O
年
の
「
ギ
ル
ド
」
の
階
層
構
成
に
あ
ら
わ
れ
て

(
前
〉

い
よ
う
。
こ
う
し
た
各
行
の
階
層
分
化
に
と
も
な

っ
て
陳
寄
観
ら
を
中
心
と
す
る

-193ー

「行
頭
」
や
「
総
行
」
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
は
保
商
制
度
に
ま
で
護
展
す
る
。
そ

し
て
こ
の
保
一
一
商
制
度
が
基
盤
と
な
っ

て
、
公
式
に
外
洋
行
、
本
港
行
、

一幅
潮
行
が

分
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
庚
東
貿
易
の
も
っ
と
も
顕
著
な
特
徴

の
一
つ
を
な
す
行
の
役
割
分
捨
は
、
そ
も
そ
も
責
力
の
大
小
な
ど
で
匿
切
ら
れ
る

(
m
む

上
下
的
な
階
層
に
基
づ
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
い
司
た
ん
役
割

が
分
化
し
て
し
ま
う
と
、

今
度
は
そ
の
各
々
が
封
象
と
す
る
交
易
の
獲
遷
に
麿
じ

つ
つ
最
終
的
に
は
内
と
外
に
整
理
さ
れ
る
。

い
わ
ば
上
下
の
層
序
か
ら
内
外
の
並

列
へ
と
改
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
推
移
は
一
商
取
引
の
み
に
注
目
す
れ
ば
、
単
な
る
業
務
の
専
門
化
で
あ

っ
て
、
何
ら
奇
と
す
る
に
足
り
な
い
現
象
に
見
え
る
か
も

し
か
し
嘗
時
に
お
け
る
行
の
取
引
は
、
外
洋
行
の
場
合
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
鼠
つ海
闘
の
徴
税
と
不
可
分
の
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
行
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
生
じ
た
繁
質
は
、

ひ
い
て
は
清
朝
の
貿
易
瞳
制
全
瞳
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

外
洋
行
の
西
洋
貿
易
溺
占
を
中
一
夜
と
す
る
「
贋
東
シ
ス
テ
ム
」
の
形
成
や
運
用
は
、

一
八
世
紀
を
通
じ
て
進
行
し
た
行
の
分
化
を
具
韓
的
な
前

提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
清
末
民
国
時
期
に
洋
闘
と
常
闘
を
併
存
せ
し
め
た
制
度
的
原
理
も
、

(
回
)

た
鹿
つ
海
闘
の
内
外
船
舶
の
管
轄
に
お
け
る
二
分
韓
制
に
そ
の
淵
源
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
九
世
紀
に
入
っ
て
成
立
し
つ
つ
あ
っ

第

4
園
は
そ
う
し
た
二
分
鐙
制
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
聞
を
見
る
さ
い
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

そ
こ
に
引
か
れ

た
斜
線
が
内
外
を
完
全
に
分
か
つ
も
の
と
し
て
は
あ
り
え
な
か

司
た
貼
で
あ
る
。
本
港
行
の
任
務
の
う
ち
シ
ャ
ム
の
朝
貢
な
ど
は
、
佑
山
の
上

奏
の
川
仰
に
あ
る
よ
う
に
、
一
帽
潮
行
で
は
な
く
外
洋
行
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
以
後
シ
ャ
ム
の
朝
貢
船
の
受
付
は
、

貫
際
に
外
洋
行
が
あ
た
っ
て

(

印

)

い
る
。
ま
た、

上
の
引
用
文
に
登
場
し
た
金
協
順
と
棟
、
澄
裂
の
船
は
慶
州
の
碍
海
大
闘
で
取
引

・
納
税
を
許
さ
れ
た
が
、

(

初

)

「
夷
船
」
と
し
て
で
あ
り
、

そ
れ
を
受
け
付
け
た
の
も
や
は
り
外
洋
行
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
例
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で

-194ー

い
か
に
内

賓
が

コ
帽
潮
船
」
、

内
地
の
船
で
あ

っ
た
と
し
て
も
「
夷
船
」
と
み
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

逆
に
船
を
運
営
し
て
取
引
を
行
な

う
一
商
人
が
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
が
シ
ャ
ム
と
の
貿
易
に
限
?た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
。

(

礼

)

こ
う
し
た
内
と
外
の
重
な
り
合
い
も
や
は
り
洋
闘
と
常
聞
に
縫
承
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
雨
者
相
互
の
闘
係
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
そ
こ

に
輩
金
徴
牧
の
問
題
を
も
巻
き
込
み
、
船
籍
や
貨
物
の
剣
別
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
、

い
っ
そ
う
複
雑
な
様
相
を
呈
し
つ
つ
顛
在
化
し
、
清
末

民
園
時
期
の
通
商
、
財
政
問
題
の
重
要
な
部
分
を
構
成
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

?註
、、J

U 
0 
4 出

ト-3 ~ロ
1> ~ 。
』司 H

ミ認
内、j

~ ~吋

白おζ

::t_ c、
~ ci 
E誌 にニ
..... ~ 

レ，

~ -
たえ。
ー， r、
o. ;，:: 

25 
ちと
ミこL ロ

EE「
g? 
32  
1、p
t幅.

t苫153
ヨg

守、
J 制、z
p〈
~ ~ 
h司~
~ ~ 

~ω 
'" ::r E凶
c'¥口
。$
・;; ~. 

'"・~ ~ 
匂り

h吋 .... 
、可.<!)

'" ~ Eト Y

ぷロ
・唱 。
令、.。
( トー
吉1>

? 9 、t
...... " 
9う丘
~ ;:;. 
』守、

ド吋 f、
匂町

主ミ、



L
O
 

官
、

-¥.l社
1
!i霊'

財
保
袋
三
「
嵐
係
十
l
I

W;:刊
M
煙
草
尚
昧

l匿
事
眠
主義
務
~j'

[jg: 

『
極
傾
斜
奪
事
似
品
苦
，
j
'

-H-桝
仰

I@"
1
兵-¥.l

ffiW
醤
園
理
器
「
却E乞

j~

露
骨
媛
匡
制
唱
田
:
f
!
i
騨
鮒
(
11

くく
111-

1
<
図

II
)
J

IF長(医
J

1
0
 

寂，
1
・民<

0
社'[jg:

r煤
乞

1~
蜜
剖
P娩
屋
:
H
i
~
昔
患
に
溢
(
1

 1くく
111

一
1
<
固

I
I)
J

IF側担w::再三
J

1
 1
 

~知
1
O
~
豪，

I
~
く

1
1掛

_，
K
.
 

T
.
 A
.
 C
h
'
e
n
 
(
重
量
因
縁
)
，

T
he

 I
n
s
o
l
v
e
n
c
y
 
0
1
 the 

Chinese 

H
o
n
g
 M
e
r
c
h
a
n
t
s ，

 17
6
0
-
1
8
4
3，

 Taipei
，
 1990. 

(
也
)

理
g}ι

経
尚

IF)栄
乞
各
国

Q
図
鑑
:
H
i
鰍
革
路
.(

1咲
i民
4く頭

骨迫
援
4
J
l
'

1
 

4ぞ千ミ
O
与す，

-¥J
v

!1' 
11

同
~
国
平

jm(
'
[jg: 

IF荘
園
県
乞
器
量
産
E長

{$

駅
.1'

目
当
判
制
m~

'
1
・ばく干ミ

叶
，
-¥J

v
主l'

111
1-\.l~

11
111く

jm(。

(ド〉
乞

側主!i~ヨ
~
-
\
J

...)ν
，
J. 
K. F

a
i
r
b
a
n
k
，“

Tributary 
T
r
a
d
e
 

a
n
d
 
China's 

Relations 
w
ith

 the 
W
e
s
t，"

 F
a
r
 
E
aster

n
 

Q
u
a
r
t
e
r
l
y，

 Vo
l. 
1，

 No
.
2，

 1942，
 p.149. -

\
J
偲
|
吋
~
~
制

ID'
1
 1川

回
同
，

Q
苦言縮

会J'
制.;.2r照

権
!
1
e
1
重
心
:
ト
~
r< 

Iト
-4
411魁t-':!;!

.;.2-¥J'ば

':!;!' 
J. 
K. F

a
i
r
b
a
n
k
，“

T
h
e
 
Earl

y
 T
r
e
a
t
y
 
Systern 

in 
th
e
 

C
h
i
n
e
s
e
 W
o
r
l
d
 O
r
d
e
r
，" 

do.
，

 ed.
，
 op. cit.，

 pp. 273~275. 
-¥J 

悔
い
経
憎

il!ili'"III(-\J道~
~
-
l
咲
ト

'，)d'，:IDï;規E窓
会

J~
{〆
時
特
{
泌
Q
宮

乞
1
8
3
4
-
94
j'

鍵
ロ
準
君川

主主
凝

『ド
'，)，

f'-.-
~
ミ
心
神
r，~

>Q
[
的
H

主
総

兵
心

Q
幽長¥.0'

1酎
民
-K
!iI!ゆ迫

単
佃
，

1
 ~長
田
社
，

1
1-\.lffi~11

-\.l 
同
同
，
Q
世
ミ
緯
会

J，*，~
i-t'~封

書訴。

(
∞
)
 

，*，，，，...).;.2伽
H
長
V
~
\
必
v

-\J..，G>拠乞荘園
Q
図
書士~

~
!
1
~
:
'
ν

:!;!' 
i露
"

111(臨
時
~

r< 
Iト
-
4
J
纏さまきぎ争終

QIII耳
+
'
¥
(
Q
ト

入
ホ

1ト
-':¥3

!1
4.¥)

制
的
。
部
g}ι

せま:f:t
r結

保
'
帳

、「入
:ι
曜担

7起・
ト
f
入
国町皿

尽
・

世耳
1咲
+11

1lC'
-
\
J
ム
心
阪
国
組
理
E露
目

jSQ
や{:I!\!l認W

i!去Jミ>Q~程~
m
r

!1
吋
F
ν
書
草
花
粉
~
'
業
華
経
土
台
&
~
ν
~

.;.2j~~提
ど
￡
必
}
県
乞
(
Q
ト

5vols.
，

 Ox
f
o
r
d
，

 1926，
 1929. 

(
N
)
 
J. 
K. F

a
i
r
b
a
n
k，

 Tr
a
de

 a
n
d
 D
i
p
l
o
m
a
c
y
 o

n
 
the 

C
h
i
n
a
 

C
o
a
s
t ，

 the 
O
p
e
n
i
n
g
 
0
1
 the 

T
r
e
a
t
y
 
P
o
r
t
s，

 18
4
2
-
1
8
5
4，

 

Stanford
，

 1969. 
D
o
.
，

 ed.
，

 T
h
e
 Chinese 

W
o
r
l
d
 
O
r
d
e
r，

 

C
a
m
b
r
i
d
g
e，

 Ma
s
s
.，

 1968. 

(
的
)

.;.2-\J，~'~三乞側
:f!i$駅-\J

...)ν'
$;1田w!n轡

『
ャ
司

r:=、
κ
同n(*-\J

l咲

社
i

m
-jモ除

緯
:蛍，

1
兵
同
O

品
ド
提
横
焼
引
a
i
@
~
組童話首長

Q
;;lさ蛍

一
一

1
<111

盟
社
刊
E
函!1l.i+-->Q

-
J

'
[jg: 

IF県
乞
-
H
-
図
書
重
量
E
以

$

S式.(
1酎
民
4く

掛
司
屋
倒
，

1
~
1
く
く
朴

，
a
-
f
ト
同
是
認
「
荘
園
:蛍領

Q

5主魁-¥Jト
fλ

畿
百
件
j
'
[
j
g
:
1
F
-
f
子
園
同
乞
塁
塁
嵐
長
{$-l¥民

1企
総
.t

1附
民
4く

時
坦
握
J
J
，
'

1
・
民
平
川
社
ト
，

<!M
f:。

〈
司
)

E
.
 H
.
 Pritchard，

 An
g
l
o

・C
h
i
n
e
se

Relations 
d
u
r
i
n
g
 
the 

S
e
v
e
n
t
ee
n
t
h
 
a
n
d
 E
i
g
h
t
ee

n
th 

Centuries ，
 University 

of 

Ill
inois 

Studies 
in 

Social 
Science，

 V
o
l.
17
，

 Nos.1
-2
，

 1929. 

D
o.，

 Th
e
 C
r
u
c
i
a
l
 
Y
e
a
r
s
 0/ E

a
r
l
y
 A
n
g
l
o
-
C
h
i
n
e
s
e
 
Rela-

tions，
 17
5
0
-
1
8
0
0，

 Re
s
e
a
r
c
h
 
Studies 

of the 
State 

College 

of 
W
a
s
h
i
n
g
t
o
n
，

 V
o
l. 
4
，

 N
o
s
.
3
-
4
，

 1936
，

 M
_
 G
r
e
e
n
b
e
rg

，
 

B
門
;tish

T
r
a
d
e
 
a
n
d
 the O

pening
 0
1
 C
h
i
・n
a

1
8
0
0-
1
8
4
2，

 

C
a
m
b
r
i
d
g
e
，

 195
1. 

~
軍
機
娘
細
「
ト
(
λ
鋒
静
:
;
j

j喜
ば
兵
士
除
、
，
)
/
;

"" r< i陸
-<Q

制
緩

J'
[jg:寝喋刷。

(
凶
)

繰
陳
革
主
『
世
耳
1民

十
川
定
時
r.(

慎重苦!)
@:制

E槌，
1~111

-\.l社F
起
セ

*
同
経
「
圃

~j段
~
Q
直
感

J
IF阪

社
時
様

.JJ
111
回
唱。

1
・
11

・
111
-
因

。
主
主
総
，

1
・民同

11
社，

[jg: 
r焼

ど
極
限
Q
lCl

陸
軍
制
は
や
ム
ν
-

-
，*，

Q
照
司
蔚
l鐙

Q
術
者
集
一
一
J

IF鋭
側
各
〈
時

』十く
4く苦言，

1
.ば

く
{く

社ド
総
理
世
側
「
煤
乞
世
軍
保
理
士
Lヒ
事
制
:
f
!
iM

煙草
J

IF幽-e.<底号式.J
1
・民同

的問的



336 

ジ
ア
経
済
史
像
は、

今
後
、
ジ
ヤ
ン
ク
貿
易

・
朝
貢
貿
易

・
ア
ジ
ア
域

内
交
易
の
展
開
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
述
べ

る
(
抽
出
下

前
掲
書
、
二
三
八
頁
〉
の
は
甚
だ
印
象
的
で
あ
る
。
「
東
西
経
済
関
係

の
交
差
貼
に
係
わ
る
諸
項
目
」
を
「
ア
ジ
ア
威
内
交
易
の
展
開
」
に
と

り
こ
ん
で
、
そ
の
な
か
に
明
確
な
位
置
を
輿
え
て
こ
そ
は
じ
め
て
ア
ン

チ
テ
ー
ゼ
の
域
を
脱
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
作
業
は
「
東
イ
ン

ド
曾
祉

・
ア
ヘ
ン
貿
易
」
の
「
項
目
」
で
は
多
少
な
り
と
も
行
な
わ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
中
園
側
の
「
成
東
シ
ス
テ
ム
」
形
成
や
運
用

の
側
面
は
ほ
と
ん
ど
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
関
し
て
は
、
外
洋
行

よ
り
む
し
ろ
木
潜
行
、
一
服
潮
行
に
注
目
す
る
、
と
い
う
氏
の
取
捨
選
探

的
な
姿
勢
(
沼
下
前
掲
『
近
代
中
図
の
図
際
的
契
機
』、
五
六
頁
)
に
も

み
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
成
東
十
三
行
」
(
H
H
外
洋
行
)
に
集
中
し
て
き

た
従
来
の
議
論
を
い
わ
ば
裏
返
し
て
い
る
に
す
ダ
ず
、
史
W
A
認
識
に
も

誤
り
が
あ
る
(
泊
下
武
志
「
中
園
と
東
南
ア
ジ
ア
」
石
井
米
雄
編

『
講

座
東
南
ア
ジ
ア問中

第

四

谷

東
南
ア
ジ
ア
の
歴
史
』
、
弘
文
堂
、
一

九
九

一
年
、

一
二
三
頁
)
。
し
た
が
っ
て
ま
ず
こ
こ
で
求
め
ら
れ
る
の

は
、
「
東
西
縦
済
附
係
の
交
差
貼
に
係
わ
る
」
外
洋
行
と
「
ア
ジ
ア
域

内
交
易
の
展
開
」
に
関
わ
る
本
潜
行
、

一
順
潮
行
女
統
合
的
に
捉
え
る
親

貼
を
獲
得
し
う
る
か
ど
う
か
の
検
討
に
あ
ろ
う
。

(
9
〉
拙
稿
「
清
代
男
海
闘
の
徴
税
機
構
||
保
一
商
制
度
を
中
心
と
し
て

|
|
」
『
史
林
』

七
五
径
五
銃
、
一
九
九
二
年
、
同
「
清
末
男
海
闘
の

展
開
|
|成
州
に
お
け
る
洋
開
設
立
の
意
味
|
|
」
『
史
林
』
七
七
巻

六
鋭
、

一
九
九
四
年
。

(
叩
)
「
清
代
紗
稽
」
に
つ
い
て
は
、
岩
井
茂
樹
「
清
代
の
戸
部
|
度
支
部

指
案
に
つ
い
て
」
、
永
田
英
正
編

『
中
園
出
土
文
字
資
料
の
基
礎
的
研

究
』
、
一
九
九
三
年
、
八

一
J
八
二
頁
、
参
照
。

(
日
)
中
圏
第

一
歴
史
檎
築
館
編
『
難
正
朝
川
崎
文
珠
批
奏
摺
集
編
』
第
一一一

一

加
、
江
蘇
古
籍
出
版
社
、

一
九
九

一
年
、
七
六
一
一
員
。

(
ロ
)

『
宮
中
橋脚舟
正
朝
奏
摺
』
第
二

O
緑
、
華
北
、
故
宮
博
物
院
、

一
九

七
九
年
六
月
、
二
四
八
頁
。

(
日
)
同
右
、
五
九

O
頁。

(

M

)

新
た
な
史
料
の
う
ち
『
題
参
』
に
関
連
し
て
使
用
す
る
部
分
も
原
文

で
引
き
、

傍
線
を
付
す
。

叉
原
参
第
九
款
、
・
・

除
短
債
買
物

・
私
那
税
項

・
濫
刑
無
事

・

動
索
阻
規

・
私
放
禁
銅
出
口
各
軽
罪
不
議
外
、
勝
租
桑
圭
擬
斬
監

候
、
遇
赦
不
准
援
克
。
隙
詩
翻
擬
徒
。
陳
穆
観

・
張
族
観

・
高
維

新

・
沼
九
錫

・
王
関
連

・
捕
時
錦
・
梁
成

・
王
玉
輩
、
分
別
擬
杖
草

役
、
等
図
、
具
題
前
来
。
銭
此
。
感
如
一
該
督
等
所
題
、
租
乗
圭
合

依
侵
滋
銭
糧
入
己
一
千
雨
以
上
、
擬
斬
監
候
、
例
熔
擬
斬
、
係
旗

人
解
部
監
候
、
秋
後
庭
決
、
遇
赦
不
准
援
菟
。
陳
震
観
代
求
租
乗

@
li
l
i-
-
--
-

圭
絡
徐
世
美
禁
銅
、
改
作
漆
器
、
私
放
出

口
。
陳
誇
観
合
比
照

骨
矧
岡
町
皇
賞
割
」
周
知
側
副
到
同
制
ヨ
司
E

配
所
折
責
四
十
板
、
侯
徒
限
浦
日
回
籍
。
該
地
方
官
、
殿
行
管

束
、
不
許
出
境
。

⑨

l
l
J
E
l
l
i
-
-
1
11
11
ーー
I
l
li
-
-
1
1
11
1
1
1
1

再、

-
-
一
該
督
既
稿
、
陳
芳
観
奉
旨
暫
停
遺
解
、
倹
審
明
再

{是

-J
副
審
判
陳
矧
醐
出
制
。別
問
副
司
州
側
回
矧
1
劉
側
副

議
、
等
語
。
査
陳
芳
湖
、
既
嬢
一該一
督
疏
稿、

並
無
不
法
、
肺
脂
綿
押
解

国
籍
之
底
母
庸
議
。
・
等
因
、
旋
正
十
一
年
十
月
初
五
日

〔刑

部
・
吏
部

・
都
察
院

・
大
理
寺
〕
題
、
-初
七
日
奉
旨
、

・
・

叉
奉
臨
腕
東
総
督
臣
都
調
達
案
験
、
信
局
交
納
銀
雨
事
、
薙
正
十
二
年

-196ー
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十
二
月
十
二
日
、
准
刑
部
春
、
庚
東
清
吏
司
案
皇
、
准
戸
部
容

稽
、
・
:
・
等
因
、
容
院
行
司
、
奉
此
。
倶
経
前
司
街
行
庚
州
府
、

縛
飴
査
照
去
後
、
随
嬢
一
該
府
詳
、

接
南

・
番
二
豚
詳
稿
、

・
:
等

由
、
復
経
前
司
鱒
奉
容
部
、
随
叉
接
該
府
行
嬢
南

・
番
二
豚
申

@
ー
ー
I
l
l
i
-
-
-

稽
、
:
:
:
弁
接
崇
義
行
陳
汀
観
等
菓
穂
、

・
:
等
情
、
・
:
・

(日〉

梁
嘉
彬
前
掲
書
、
。

r.8・
e・
5
・・

3
・
5
1
N
Y
N
3
1
8∞・

(

日

四

)

冨

o
g
p
屯・

5
4
〈
o--Y
司
-
S印
-
Q
-
LFNR同

-L・
5
∞・

(
口
)
」
「
守
.
札
・
・
匂
-NOAF-

(叩山〉』ーな札・・

3
・
N
S
I
N
S
-

(
四
)
な
お
以
上
の
陳
芳
観
の
「
革
退
」
や
逮
捕
・
逃
亡
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
潅
正
一

O
年
六
月
初
六
日
、
租
乗
圭
本
人
が
詳
細
に
報
告
し
、
陳

芳
観
の
慮
分
に
消
極
的
な
郭
涌
淫
ら
を
非
難
し
て
い
る

(
前
掲

『
潅
正

朝
漢
文
楢
批
奏
摺
奨
編
』
第
二
二
加
、

六
一一一
一一
J
六
三
四
頁)。

『
題

参
』
に
至
る
一
連
の
租
乗
圭
弾
劾
は
、
こ
れ
に
封
す
る
顎
菊
逮
側
の
反

撃
と
も
う
け
と
れ
る
。

(md
富
D
B
P
毛
・
円
礼
子
・
司
-
N
H
H
・
な
お
こ
の
引
用
文
の
「
布
政
使

(P0・

三
日
正
、
H
，
z
g
c
R
H
)」
は
絞
察
使
の
誤
り
。
毛
克
明
が
着
任
す
る
ま

で
監
督
の
職
務
は
、
線
督
ら
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
康
東
按
察
使
糞
文
燥

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
(
前
掲
『
宮
中
楢
灘
正
朝
奏
摺
』
第
二

O
輯
、
五

九
O
頁)。

(
況
〉
ロ
入
【
o
g
p
。、・円止
-
-
H
V
-
N
H
斗・

(
幻
〉
開
-m--S符
M~・・司
-
M
O
印・

(
お
)
梁
嘉
彬
前
掲
書
、
一

O
O、
一
一
九
、
二
五
七
J
二
五
九
頁
。

(
川
品
〉
湯
象
龍
「
十
八
世
紀
中
葉
鹿
市
海
閥
的
腐
敗
|
|
乾
隆
二
十
四
年
法
園

爾
人
要
求
改
善
通
商
関
係
的
意
見
|
|
」
、
包
遜
彰
・
李
定
一

・
呉
相

湘
編
『
中
園
近
代
史
論
叢
』
第
一
輯
第
三
加
、

正
中
書
局
、

年
二
一
月
、

一
四
八
J
四
九
頁
。

(
お
)
佐
々
木
前
掲

「
琴
海
闘
の
随
規
」
、

一
四

一
J
一
四
二
頁
。

な
お
こ
の

「官
」
が
陳
芳
槻
ら
の
「
観
」
と
通
じ
る
の
は
、
鄭
観
態

(HH宮
腹
)
の
例
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
自
明
で
あ
り
、
以
下
は
逐

一
註
記
し
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
洋
行
商
人
の
多
く
は
一陽
建
出
身
で
、

道
光

『慶
門
士
山
』
巻
一
五
、

頁

一
O
、
に
は
「
関
俗
:
・
強
面
有
る
者

を
呼
び
て
官
と
日
ぅ
。
官
を
議
り
て
観
と
信
用
す
、
途
に
嗣
酬
を
以
て
名
と

魚
す
者
多
し
」

と
あ
る
。

(

M

m

)

民
は
梁
嘉
彬
氏
に
依
嬢
し
、

蔦
和
行

・
義
成
行
・
庚
順
行

2
2
5)

を
塞
げ
る

(佐
々
木
前
掲
論
文
、

一
四
三
頁
)
が
、
前
二
者
を

宮
E
E

』
z
p
J
P
2
5
と
い
う
の
は
、
梁
嘉
彬
前
掲
書
、

二
八

一
、
三
一
二

頁
、
に
そ
れ
ぞ
れ
文
官
、
仁
官
の
普
謬
だ
と
明
記
し
て
あ
り
、
高
H

玄

5
、
義
HH
J
Pロ
で
は
な
い
。

(
幻
)
前
掲
『
宮
中
楢
潅
正
朝
奏
摺
』
第
八
輯
、

一
九
七
八
年
六
月
、
五
六

O
頁。

(
銘
〉
郭
廷
以
氏
は
傍
線
部
全
慢
に
「
今
現
貯
績
買
到
康
、
未
曾
護
寅
湖
総

二
百
除
措
、
現
在
崇
義
庖
陳
騰
官
行
内
。
」
の
よ

う
に
句
讃
を
付
し

(
郭
廷
以

『近
代
中
園
史
』
全
二
加、

筒
務
印
書
館
、
霊
三
版
、

一
九

七
一
年
、

第
一

節
、
四
六

O
頁
)
、
傍
線
部
川
が
「
崇
義
庖
陳
騰
官
行

内」

に
あ
る
「
湖
線
二
百
徐
捲
」
を
限
定
す
る
修
飾
句
と
讃
ん
で
い
る

よ
う
で
あ
る。

文
の
リ
ズ
ム
か
ら
す
る
と
こ
の
句
譲
に
た
だ
ち
に
従
う

わ
け
に
も
い
か
な
い
が
、
傍
線
部

ωと
ωが
連
接
す
る
内
容
と
み
る
考

え
方
は
参
考
に
値
す
る
。

(
却
)
ま
た

『濯
正
珠
批
論
旨
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
傍
線
部

ωの
語
順
を
出現

一
九
五
六

勾，nヨ
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ぇ
、
「
現
在
」
と
い
う
語
句
が
傍
線
部

ωで
も
用
い
ら
れ
た
「
現
貯
」

と
改
め
て
い
る
。
傍
線
部

ωの
後
を
承
け
れ
ば
「
湖
線
二
百
徐
抱
」
が

主
語
と
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
が
、

ωを
省
く
と
な
る
と
、
「
今」

の
後
に
直
接
「
湖
紙
二
百
徐
猪
」
を
績
け
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
「
崇

義
庖
陳
騰
官
」
を
前
に
出
し
て
そ
の
文
の
動
作
主
を
は
っ
き
り
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
な
け
れ
ば
、
前

出
の
「
如
升
行
」
の
貯
蔵
す
る

「
湖
総
」

と
混
同
が
生
じ
、
全
睦
の
文

意
が
疎
通
し
に
く
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

(

m

山
)
忍
o
g
p
。、・

2
F
w
司-
H
宮・

(
出
)
陳
園
棟
氏
は
イ
ン
デ
ィ
ア
・
オ
フ
ィ

ス
所
蔵
の
史
料
に
よ
り
、

ω
2
5
(陳
誇
槻
〉
は

(U2
5
の
父
親
、
、
H

，oロ
国

E
A
E
(陳
芳
観
)

は
の
O
ロ』

E
の
父
親
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、

前
者

の
行
名
は
の

O
A
E
と
同
じ
庚
順
行
、
後
者
も
や
は
り
の

Oロ』
E
と

同
じ
遠
来
行
に
比
定
し
て
い
る
(
の
7
w
m
p
。、
・円
p-
明者

-
S
I
N
H
-
M
g

J
N叶
ω・
)
。
し
か
し
陳
芳
観
の
行
名
が
字
徳
行
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を

容
れ
な
い
し
、
陳
盛時
限
も
息
子
の
代
と
同
じ
行
名
で
あ
っ
た
と
断
定
は

で
き
な
い
。
い
ず
れ
も
代
替
わ
り
に
よ
っ

て
行
名
が
改
め
ら
れ
た
可
能

性
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
沼
〉
前
掲
拙
稿
「
清
代
闘
す
海
闘
の
徴
税
機
構
」
、
七
九
、
八
四
頁
。

(
お
〉
窓
口
門
的

p
e・
5
・
・
宅

-
H
2
1
5∞・

(
M
〉
H
F
R
A
-

司・

5
叶・

(
お
)
前
掲
『
宮
中
檎
薙
正
朝
奏
摺
』
第
八
輯
、

三
四
二
一貝
、
五
六

O
頁。

(
お
〉
『
薙
正
珠
批
稔
旨
』
第
五
函
第
一
明
。

(
幻
〉
さ
き
に
筆
者
は
官
遂
の
暴
.
け
た
数
に

着
目
し
、
彼
の
い
う
「
洋
貨

行
」
は
ひ
ろ
く
貿
易
に
関
係
す
る
企
業
と
い
う
く
ら
い
の
意
味
に
と

り
、
常
費
ら
の
い
わ
ゆ
る
洋
行
ば
か
り
で

な
く
、

後
述
の
「
貰
貨
行

庖
」
「
洋
貨
小
舗
」
を
も
含
む
概
念
と
み
て
、
「
洋
貨
行
」

と
洋
行
を

異
な
る
も
の
と
し
た
(
前
掲
拙
稿
、
八
二
J
八
三
頁
〉
が
、

こ
れ
は
い

さ
さ
か
軽
率
な
剣
断
で
一
概
に
は
そ
う
と
も
い
え
な

い
の
で
撤
回
す

る
。
こ
の
時
期
、
「
洋
貨
行
」
と
洋
行
を
ま

っ
た
く
同
義
に
言
い
換
え

て
い
る
例
は
ほ
か
に
も
あ
る
(前
掲
『
宮
中
楢
薙
正
朝
奏
摺
』
第
一
一

瞬
、
七
二
二
頁
、
第
二

O
斡
、
五
九

O
頁
)
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
彰
津

盆
氏
や
佐
々
木
正
哉
氏
(
彰
津
盆
前
掲
論
文
、

佐
々
木
前
掲
「
清
代
康

東
の
行
商
制
度
に
つ
い
て
」、
五
二
J
五
八
頁
)
の
よ
う
に
、
こ
の
「
洋

貨
行
」

(
H
H
洋
行
〉
が
一
六
八
六
年
、
男
海
開
設
立
時
に
設
け
ら
れ
た

洋
貨
行
と
同
義
だ
と
は
断
定
で
き
な
い。

そ
の
黙
で
「
洋
貨
行
H
H
洋
行

を
前
提
と
す
る
従
来
の
所
設
は
若
干
の
訂
正
が
必
要
」

と
す
る
筆
者
の

見
解
を
全
面
的
に
撤
回
す
る
必
要
は
認
め
ら
れ
な
い
。

(
お
)
前
掲

『
潅
正
朝
漢
文
珠
批
奏
摺
集
編
』
第
一

一一朋、

一
九
八
九
年
、

三
五
二
頁
。

(
m
m
〉

「

ギ
ル
ド
」
を
解
散
さ
せ
た
二
名
の
う
ち

の
OEmf-ミ
な
る
一商
人

は

ω
2
5
と
同

一
人
物
で
あ

る

(
云

R
F
。
、
.
円
ご
・
・
℃
・
5
∞・円、.

O
R
B
-
mロ
ア
ト
ぬ
の
』
に
ミ
ミ
N

・0
町内
N
R

叫
君
子
ト
角
。
。
語
道
内
、
町
内

b

の
お
ミ
。
迫
。
官
民
て

L

司
、
，
切
に
門
町
内
』
ご
U
l
』匂旬匂・

ω
同

O
B凹・
・司
ω
コ凹

L申
出
品
-

HOE-r目

y

∞ω叶
・
)
か
ら
、
前
節
で
考
透
し
た

ω
E
A
E
H陳
蕎
観

H
如

升
行
が
正
し
い
な
ら
、
こ
の
推
測
は
成
立
し
よ
う
。

(
州
制
)
務
正
一帝
批
議
、
付
薙
正
六
年
三
月
初
二
日
庚
東
巡
撫
楊
文
乾
奏
摺
、

『
潅
正
珠
批
論
旨
』
第
二
函
第
一
朋
。

前
掲
『
宮
中
楢
薙
正
朝
奏
摺
』
第
二

O
穂
、
二
四
八
頁
。

同
註
(
日
)
。

-198ー
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必
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(
必
〉
以
下
の
保
育
制
度
に
関
す
る
記
述
は
、
前
掲
拙
稿
、
八
五
J
八
六
、

九
四
頁
、
参
照
。

(
H
H
)

梁
廷
栴
『
号
海
関
士
山
』
巻
二
五
、
頁

一

ot--。

(
必
〉
前
掲
『
宮
中
橋
潅
正
朝
奏
摺
』
第
五
輯
、
一
九
七
八
年
三
月
、

六

一

三
頁
。

(日叩〉

た
と
え
ば
、

同
右
、
第
二
一
一
瞬
、
一
九
七
九
年
七
月
、
一
ニ
二
五
J
三

二
六
頁
。

(
U
〉
た
と
え
ば
、

『宮
中
楢
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
二
瞬
、
墓
北
、
故
宮
博
物

院
、
一
九
八
二
年
六
月
、
三
三
六
頁
、

第
三
輯
、
一
九
八
二
年
七
月
、

七
七
一

J
七
七
二
頁
、
参
照
。
こ
の
時
黙

(
乾
隆
一
七
年
)
で
「
外
洋

船
」
「
本
潜
船
」
は
、
と
も
に
「
洋
船
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ

ら
れ
て
い
る
。

(
組
問
)
こ
れ
を
完
全
に
否
定
す
る
材
料
は
な
い
が
、
管
見
の
か
ぎ
り
倍
山
の

上
奏
以
外
に
そ
う
し
た
用
例
は
見
い
だ
せ
な
い
。
前
註
(
日
出
〉
に
述
べ
た

よ
う
に
「
洋
行
」
な
る
言
葉
は
、
む
し
ろ

「洋
貨
行
」
の
略
穏
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
主
に
外
洋
行
を
指
す
略
稿
、
通
穏
と
し
て
一
般
に
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ま
で
に
外
洋
行
と
い
う
存

在
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
が
要
件
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
厳
密
に
い
え

ば
、
そ
れ
は
乾
隆
二
五
年
以
後
の
こ
と
と
考
え
る
の
が
安
嘗
で
あ
ろ

〉
円
ノ
。

(
約
)
「
乾
隆
二
十
四
年
嘆
暗
刷
遁
一
商
案
」

『
史
料
旬
刊
』
第
九
期
、
天
三

O
七
1
三

一
O
頁。

(
印
)
た
と
え
ば
一
七
三
六
年
、
東
イ
ン
ド
曾
祉
の
イ
ギ
リ
ス
向
け
商
品
の

購
入
先
の
リ
ス
ト
に
よ
る
と
、
商
人
一
八
家
の
う
ち
一

0
0
0雨
以
上

の
取
引
が
八
家
あ
り
(
そ
の
う
ち
ず
ば
抜
け
て
額
の
大
き
い
の
が
三

家
て

さ
ら
に
そ
こ
に
鍛
え
ら
れ
な
い

〈

Z
2
5
。、.町民同・・司
-
M
m
印・
〉。

(口む

「乾
隆
二
十
四
年
嘆
暗
剛
逼
一商
案
」

『
史
料
旬
刊
』

第
四
期
、

天

一

二
二
頁。

(
回
〉
一
七
四

一
年
の
東
イ
ン
ド
曾
祉
の
記
録
で
は
、

保
商
は
四
人
、

そ
の

前
年
オ
ラ
ン
ダ
商
船
に
謝
す
る
保
一商
は
六
人、

と
い
ず
れ
も
一
定
数
で

あ
る

(ζ
o
a
p
e
-
2・・匂
-spy

(臼〉

保
商

3
2
ロ
同
一
々
宮
2
n
y
E
C
と
外
洋
行
一商
人

(Z
g
m
宮
2
・

ロ「田口
f

。
。
ro口
問
)
は
外
園
側
の
文
献
で
は
し
ば
し
ば
同
義
語
と
し
て

用
い
ら
れ
る
(タ
m--
。
宮
司
町
民
ミ
3

4。
々
岡
h
g若
宮
町
、
-
F
O
E
S
-

5
8・
宅
・

8
・
h
む
こ
と
に
注
意
。

(
臼
)

前
掲
拙
稿
、
八
七
頁
。
た
だ
し
こ
う
し
た
措
置
が

「
線
行
」
以
来
の

洋
行
聞
の
階
層
を
解
消
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
ア

ヘ
ン
戦
争
前
後
ま
で
存
綬
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
遁
光
二
年
に

は、

一一

家
の
外
洋
行
は
リ
ー
ダ
ー
格
の
線
一
商
二
人
を
含
む

「前
四

家
」
と
「
後
七
家
」
に
分
け
ら
れ
て
お
り

(
『
清
代
外
交
史
料
』
道
光

朝

て

頁

一
八
。
爾
者
は
外
園
側
の
史
料
に
い
う

R
E
O
H
B
R
n
r
g
z

と
』
己
主
O
H
E
R
n
r
g
g
に
ほ
ぼ
相
賞
す
る
)
、
「
徳
行
」
と
「
親
族
」

の
関
係
を
努
察
さ
せ
る。

(
日
)
従
前
の
研
究
で
の
見
方
は
、
同
・
当
・

(u
gy自
g
・
3
民
会
¥
3
3
HF偽

h町内
n

r

(
リ』W
3
2町
、
RW2F
同コ可ぬ札
AW
E
た
』vh叫
足
ヨ
・
礼
宮
、
.3hHbaw
hhHR

H円
お
と
な
ミ
F

S
札
与
.
2
R
g
h
h
v
(ug
H臣
、
民

2
・
2
9司

J

円
O円
r-HUE-

司
-
S・
を
参
照
。
後
述
の
よ
う
な

「一
幅
潮
船
」
に
よ
る

「本
港
船
」
の

領
域
へ
の
進
出
に
鑑
み
れ
ば
、
倍
山
の
時
代
に
な
る
と
本
港
行
の
業
務

と
し
て
は
、
ほ.ほ
シ
ャ
ム

の
朝
貢
の
受
付
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
司
た

-司
O
ロ
出
口
出
向
門
戸
口
曲
が
い
る

-199ー
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と
見
る
ほ
う
が
む
し
ろ
正
確
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
白
山
)
高
崎
美
佐
子
「
十
八
世
紀
に
お
け
る
清
タ
イ
交
渉
史
||
遅
緩
米
貿

易
の
考
察
を
中
心
と
し
て
|
|
」
『
お
茶
の
水
史
翠
』
第
一

O
銃、

一

九
六
七
年
、
二
二
J
二
八
頁
。

(
貯
)
前
掲
『
宮
中
楢
乾
隆
朝
一
笑
摺
』
第
五
五
輯
、
一
九
八
六
年
一

一
月
、

八
O
一
J
八
O
二
頁
。

(
回
)
な
お
コ
陥
潮
内
地
等
項
削
肱
隻
」
あ
る
い
は
コ
順
潮
等
内
地
船
」

と
記

す
史
料
も
あ
り
(
『
奏
摺
楢
』
卑
省
九
、
乾
隆
五
六
年
二
月
一
五
日
付

一
踊
康
安
等
曾
奏)、

こ
の
場
合
の
「
一
順
潮
船
」
と
は
そ
う
し
た
類
の
略

稽
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
コ
幅
潮
行
」
と
い
う
用
語
も
狭
義
の

「一路

湖
船
」
の
取
引
・
納
税
を
扱
う
も
の
を
務
す
る
場
合
と
、
ひ
ろ
く
沿
岸

交
易
を
扱
っ
た
企
業
群
を
代
表
し
て
そ
の
全
盛
を
指
す
用
法
が
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
引
い
た
「
一
幅
削
剛
・
併
山

・
江
門
・
海
南
行
」
な
ど

も
、
一
言
で
な
ら
「
幅
潮
行
」
と
呼
ば
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

(
臼
)
た
と
え
ば
「
洋
船
」
と
い
う
言
葉
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
遅
く
と
も
乾

隆
四

0
1四
一
年
に
は
、

表
1
に
い
う
「
外
洋
夷
船
」
の
み
を
指
す
も

の
と
な
っ
て
お
り
、
前
註
(
円
引
)
で
み
た
よ
う
な
「
外
洋
船
」
と
「
本
港

船
」
を
あ
わ
せ
た
概
念
と
は
異
な

っ
て
い
る
(
前
掲
『
宮
中
楢
乾
隆
朝

奏
摺
』
第
四
二
斡
、
一

九
八
五
年
一

O
月、

三
九
八
頁
)
。

「外
洋
船
L

と
「
本
港
船
」
を

一
括
り
に
す
る
設
想
は
、
き
わ
め
て
希
薄
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る。

(
印
)
『
大
清
歴
朝
高
宗
純
皇
脅
質
録
』
各
一

一一
二
七
、
乾
隆
四
六
年
七
月

庚
申
の
候
。

(
町
山
)
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
す
で
に
本
港
行
・

一繭
潮
行
の
設
定
直
後
に
み
ら

れ
る
。
乾
隆
二

O
年
に
庚
東
省
で
東
南
ア
ジ
ア
各
地
か
ら
米
を
輸
入
し

た
者
に
射
す
る
議
絞
の
制
が
し
か
れ
、

そ
れ
に
臨
応
じ
た
者
は
、

乾
隆
二

三
年
に
は
南
海
豚
と
三
水
豚
出
身
者
で
占
め
ら
れ
て
い
た
が
、
乾
隆

三
二
年
に
な
る
と
、
澄
海
豚
出
身
者
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る

3
・

〈

-g司
}Ho
--
叫

3
3
Fミ
ぬ

お

お

札

HU3」ご
・
匂
NEM・句"。
ョ
ご
内
同
〕
、。丸町・

』

B
M
M
』
白

a-。ωヨ
Z
E
m
p
ζ

g∞
-
L
F・
5
3・宅
-
H
81
8印・
『
明

清
史
料
』
庚
編
、
第
六
本
、

五
二
六
J
五
二
七
頁
、
第
八
本
、
七
三
六

J
七
三
八
頁
)
。

他
方
、
税
枚
額
か
ら
み
る
と

A

た
と
え
ば
乾
隆
五
四

J
五
五
年
に
は
「
本
港
洋
船
」
が
七

三

O
O
爾
徐
り
な
の
に
封
し
、

「一渦
潮
等
内
地
船
」
は
五
五
二
O
O雨
足
ら
ず
と
計
上
さ
れ
、

後
者
の

ほ
う
が
墜
倒
的
に
大
き
く
な
っ

て
い
る
〈
同
註
(
関
〉
)
。

(
臼
)
『
大
清
歴
朝
仁
宗
容
皐
帝
貫
録
』
巻
一
八
五、

嘉
慶

一
二
年
九
月
丁

来
の
篠
。

(
砧
)
や
や
時
代
は
下
る
が
、
一
八
五
二
年
時
黙
で
「
一
緬
潮
行
は
南
洋
諸
島

の
貿
易
を

一
手
に
引
き
受
け
た
」
(
伺
O

N

N
∞
¥E
ω・
出
・
ω・
市
民
古
田
-

E

〉
ロ

〉
ロ
ロ
O
ロ
ロ
件
。
『

p
m
m，O

B
】関口

一「
ロ
ロ
「
吋
円
包
巾

O
向
。
同
ロ
門
o
p
--

。
三
-
N
∞.
H
∞日
N
.

何
ロ
ロ
了
間

w-s丘一
o
H
O
H凶
O
宅
ロ
ロ
m
-
Z
0・
]
戸
自
由

.
0三
-

N
∞・

5
巴
・〉
と
い
わ
れ
、
ま
た
前
掲

『専
海
関
士
山
』
巻

一
て

税
則

四
、
頁
七
、
に
は
「
凡
木
潜
船
改
貿
易
船
収
銀
九
雨
四
銭
。
凡
貿
易
船

改
本
港
船
牧
銀
九
爾
四
銭
」

と
あ
る
。

「貿
易
船
」
は
上
述
の
庚
義
の

コ
順
潮
船
」
に
含
ま
れ
る
の
で
、
手
数
料
を
梯
い
さ
え
す
れ
ば
互
換
で

き
る
と
い
う
な
ら
、
こ
の
規
則
が
施
行
さ
れ
た
と
き
に
は
、
雨
者
の
相

違
は
ま

っ
た
く
な
か
?
た
で
あ
ろ
う
。

(
臼
)
以
上
の
よ
う
な
一
服
潮
船
と
本
港
船
、
お
よ
び
一
踊
潮
行
と
本
潜
行
の
関

係
の
推
移
は
、
慶
門
の
「
一
商
船
」
と

「
洋
船
」、

お
よ
び

「一商
行
」
と

「洋
行
」
の
獲
遷
と
相
い
連
動
し
た
並
行
現
象
で
あ
る
黙
に
注
-意
。
前
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掲
『
慶
門
志
』
巻
五
、
頁
三

O
J一
三
、

Z
向
。

vz-ZDロ
向
・
叫
42np

両
国
、
旬
。
2
.
ミ
υ
、.同
3
t
k
Hヨ
ミ
~
く
ミ
同
筒
、
。
込

S
H
t
(
u
h
E
.
E

。ghH

』

mgl~au-ω
吉
宮
司
OHm-H由

g
・
3
・
2
・
民
由
、
t
H
8
・
陳
園
棟

「清

代
中
葉
慶
門
的
海
上
貿
易
ハ
一
七
二
七

一
八
三
三
)
」
、
呉
剣
雄
主
編

『
中
園
海
洋
渡
展
ゅ
ん
論
文
集
』
第
四
輯
、

中
央
研
究
院
中
山
人
文
社
舎

科
皐
研
究
所
、
一
九
九
一
年
、
七

0
1九
七
頁
、
参
照
。

(
伍
〉
這
光
九
年
に
は
、
男
海
闘
の
税
政
の
う
ち
「
土
貨
税
約
十
之
一

二
、

夷
船
貨
税
約
十
之
八
九
」
と
い
わ
れ
る

(
『
清
代
外
交
史
料
』
道
光
朝

一
二
、
二
ハ
頁
)
が
、
こ
う
し
た
表
現
に
も
内
外
の
二
分
鐙
制
が
反
映
し

て
い
る
で
あ
ろ
う。

(
侃
〉
一
彰
津
金
前
掲
論
文
、
前
掲
拙
稿
「
清
代
琴
海
闘
の
徴
税
機
構
」
、
七

五
J
七
八
頁
、
参
照
。

ハmw
〉
も
っ
と
も
こ
の
階
層
分
化
も
、
ひ
と
し
く
海
上
交
易
と
い

っ
て
も
劉

西
洋
貿
易
か
ら
沿
岸
交
易
に
亙
る
さ
ま
ざ
ま
な
取
引
に
針
態
し
う
る
機

341 

能
分
化
の
必
要
か
ら
起
こ

っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
印
〉
前
掲
拙
稿
「
清
代
琴
海
闘
の
徴
税
機
構
」
、
お
よ
び
同
「
清
末
琴
海

闘
の
展
開
」
、
参
照
。

(
印
)
『
明
清
史
料
』
庚
編
、
第
六
本
、
五
七

一
、
五
七
六
、
五
八

O
頁。

(
河
)

同
註
(
位
)
。
ま
た
、
『
明
清
史
料
』
庚
編
、
第
六
本
、
五
六
一

J
五

六
二
頁。

(
礼
)
一
例
と
し
て
、
演
下
前
掲
『
中
園
近
代
経
済
史
研
究
』
、
二
三
頁
、

に
言
及
さ
れ
る
同
治
三
年
の

シ
ャ
ム
船
の
扱
い
に
関
す
る
論
議
を
参

照。

〔
付
記
〕
本
稿
は
卒
成
六
年
度
文
部
省
科
皐
研
究
費
補
助
金
(重
貼
領
域
研

究

ω
「清
代
後
期
に
お
け
る
海
閥
制
度
と
中
園
沿
海
世
界
の
考
察
」
)

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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to clarify the actual meaning of the documents. These documents reveal

the details of the conflict between the government magistrates 有司and

the ｏ伍cials of the Tou-xia. From these l discovered ａ“dualよprinciple of

administration” that pertained to the region of southern China during the

Yuan period.　The local officials strove t０legitimately avoid pressure from

the Ｔｏｕ-χia. The efforts of these o伍cials are revealed in the laws compiled

in the Inｓtitｕtｉｏｎｓｏｆ tｈｅＹｕａｎＬ）ツフｌａＳり.

　　

AN INQUIRY INTO THE TRANSFORMATION

OF THE HONG MERCHANT SYSTEM AT CANTON

Okamoto Takashi

　　

This paper is an inquiry into the transformation of the hong merchant

system at Canton, based on an　examination of primary sources,both

published and unpublished. Based on these sources, the author firstidenti-

fiessome of the hong merchants in the early 173O's,such as Suqua, Ton

Hungqua, etc., whose　identities and　activitieshave　not　as　yet been

sｕ伍cientlyanalyzed by previous studies. Secondly, these sources reveal

the ｅχistenceof ａ system of zonghang 總行in this same period。within

which the Security Merchant/Cohorig system originated.

　　

The establishment of the Cohong system was intimately related to the

class hierarchy of hong merchants at Canton.　This hierarchy was

structured according to ranking of wealth, and included the positions of

waiyang-hang外洋行, ben'gang-hang本港行, Fu-Chao-hang幅潮行, or

shopkeepers.

　

This hierarchy, on which the so-called Canton monopoly

system was based. until、the early 19 th century changed into ａ hierarchy

comprising two distinct parts, one concerned with the conduct foreign

and one with domestic trade.　This bifurcation occurred because the

shopkeepers directly dealt with　foreign merchants under the name of

waiyang°hang merchants and because Fu- Chao-hang absorbed ben'gang･

hang.

　

This latter absorption occurred due to the Fu-Chao junks' take･

over of the Southeast Asian trade which had hitherto been manａｇｅｄby
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the ben'gang, or Canton junks.　Thus, the change in the hierarchy of

hong merchants, providing the basis on which Native and Foreign Customs

were established during the late　Qing period, was　ａ reflection of the

Canton trade in transition,Sino-Western or intra-Asian.

７


